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       午前１０時００分 開会   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら令和４年第３回美幌町議会定例会第１５

日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１番戸澤義典さん、２番藤

原公一さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

 諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については、省略させていただき

ます。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 議案第１６号から 

      議案第２９号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 議案第

１６号オホーツク町村公平委員会規約の変

更についてから議案第２９号令和４年度美

幌町病院事業会計予算についてまでの１４

件を議題といたします。 

 第１４日目に引き続き、質疑を行いま

す。 

 議案第２２号令和４年度美幌町一般会計

予算についての質疑を行います。 

 第１４日目に引き続き、担当部局ごと、

事項別明細書の款及び項ごとに進めたいと

思います。 

 ２款総務費のうち、５項統計調査費、２

目地籍調査費、１０６ページから１０７ペ

ージまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 次に、８款土木費、１項土木管理費、１

６８ページから１６９ページまでの質疑を

許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、１項土木管理費を終わります。 

 次に、２項道路橋梁費、１６８ページか

ら１７３ページまでの質疑を許します。 

 ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） １６９ページの

第８８１号ポコマップ隧道トンネル点検業

務委託料１５０万円、トンネル建設後の経

過年数について、何年くらい経っているの

か、それから、そのルートしかないのかを

お聞きします。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（御田順司君） ただいまの御

質問に御答弁させていただきます。 

 ポコマップ隧道は、国営草地開発事業美

幌地区として整備され、美幌峠牧場へ通

じ、町が管理する唯一のトンネルとなって

おります。施設延長は７８メートル、昭和

５８年１２月に竣工し、３９年が経過する

施設となっているところであります。 

 点検につきましては、５年に１回の法定

点検が義務づけられており、高所作業車等

を使用して、肉眼により、部材の変状状態

を把握し、評価が行える近接目視による点

検を行います。 
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 点検内容は、コンクリートのひび割れや

変色、目地や打ち継ぎ目の状態、漏水の有

無、打音による剝離箇所の確認を行いま

す。 

 点検結果は、健全性を、Ⅰの健全、Ⅱの

予防保全段階、Ⅲの早期措置段階、Ⅳの緊

急措置段階の４段階で診断し、Ⅲ及びⅣと

診断された場合は、適切な工法で施設の補

修等を行います。 

 平成２９年の点検では、コンクリートの

剝離、一部鉄筋の露出で健全性Ⅲと診断さ

れており、平成３０年にモルタル補修を行

っているところであります。 

 美幌峠牧場へのルートですが、集乳車や

家畜運搬車など、大型車両が通行可能なの

は第８８１号道路だけでありますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） これは、畜産振

興の民間企業へ、過去にというか、近い過

去ですけれども、たしか３４年間くらいの

貸与契約をして貸しているところです。 

 貸し付けるときに、やはり、橋とか道路

が古い状態ということで、今後、たくさん

のお金がかかっていくのではないかという

心配をして、私もそういう質疑をした経過

があります。 

 例えば、業者に点検を委託して、これは

このままでは使えないとなったときに、こ

れに対する修理で、道路とか橋に関する補

助事業が見込めるのかということが１点

と、貸付けを受けた企業がある程度目標を

持って畜産振興に取り組んでいくという説

明を当初受けましたけれども、その目標ど

おり取組がなされているのかという２点を

お聞きします。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（御田順司君） １点目は補修

等に係る財源のお話かと思います。 

 今回、点検等を実施して、補修等が必要

になってきた場合ですけれども、規模によ

りますので、前回補修した経緯も説明させ

ていただきましたが、前回は少額で収まる

範囲でしたので修繕費でやっておりまし

た。大規模な修繕が必要になる場合につい

ては、社会資本整備総合交付金を活用し

て、補助をいただいて対応することになろ

うかと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） この説明書にも

ありましたけれども、集乳車とか家畜運搬

などの重い大型車両が通過するということ

で、どうしても安全な道路は必要だと考え

ますが、今後も、トンネルだけではなく

て、全体の安全性を確認していくというこ

とでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（御田順司君） 今お話があり

ましたとおり、隧道の手前にもポコマップ

１号橋、２号橋という大きな橋もございま

す。橋梁につきましても、法定点検が義務

づけられておりまして、令和４年度、点検

を実施するべく予算計上させていただいて

おりますので、その点検結果を基に必要な

維持管理、補修等を続けてまいる予定であ

ります。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、２項道路

橋梁費を終わります。 

 次に、３項河川費、１７２ページから１

７５ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、３項河川費を終わります。 

 次に、４項都市計画費、１７４ページか

ら１７５ページまでの質疑を許します。 

 １番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 予算書の１７５ペ
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ージになります。 

 都市計画事業ということで、都市計画マ

スタープラン・立地適正化計画策定業務委

託料として１,０５０万円が予算計上されて

おります。この委託先について、また、町

民の意見等を取り入れる方法等について御

説明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（御田順司君） ただいまの御

質問に御答弁させていただきます。 

 委託先につきましては、指名競争入札に

より決定したいと考えております。 

 町民意見等を取り入れる方法につきまし

ては、無作為抽出により町民２,０００名を

対象としたアンケート調査により、住民基

本ニーズを把握し、直接住民の意見を聞く

機会を設けて意見交換等を行いたいと考え

ております。 

 具体的な計画案の審議は都市計画審議会

で取りまとめていただき、最終計画の段階

ではパブリックコメントを実施していきた

いと考えております。 

 関連する質問でありますので、続けさせ

ていただきます。 

 都市計画マスタープラン及び立地適正化

計画の策定については、現況及び住民意向

の把握と分析、住民との合意形成に時間を

要することから２年を策定期間として想定

しており、令和４年度の委託業務内容につ

いては次のとおりと考えております。 

 １、現況分析、関連計画・施策等の整

理、２、住民意向調査の実施、３、現状及

び将来見通しにおける課題等の分析、４、

将来目標及び全体構想の設定に対する支

援、５、まちづくり方針や目指すべき都市

の骨格構造と誘導方針の検討、６、都市機

能誘導区域及び居住誘導区域の設定方針の

検討、７、庁内策定組織、住民説明会及び

都市計画審議会の開催支援と考えておりま

す。 

 都市計画マスタープランの主な見直し項

目についてですが、現マスタープランは平

成２１年に平成４０年度を目標として策定

されたものであり、その後、平成２７年に

見直しを行ったきりとなっております。 

 年数の経過とともに、社会情勢や町の総

合計画をはじめとした各種計画との齟齬が

生じており、実現するための施策や方向性

の食い違いがあり、現計画の目標年度まで

の残り期間が少ないことから、個別項目の

見直しではなく、全体的に見直しを行いま

す。 

 立地適正化計画における区域設定につい

ては、居住誘導区域の設定に加え、都市機

能誘導区域も設定する必要があります。 

 都市構造上の課題やまちづくり方針等の

検討状況にもよりますが、将来の公共施設

配置やにぎわいを取り戻すための施設建設

など、国の財政支援が受けられる計画を策

定する考えであります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 第１日目に私が一

般質問した内容がまさにここにあるのです

が、特に都市計画マスタープランについて

町長から、専門業者に今までのように任せ

るのではなくて、町民も含めたいろいろな

方の意見を取り込んで、本当に実効性のあ

る計画をつくっていきたいのだということ

で御答弁いただいたと私は認識していて、

ここで委託料が出てきたということは、ま

たプロポーザルで投げると思ったのです。 

 それで、マスタープランと立地計画はそ

れぞれ別個の計画ですから、それぞれ委託

になると思いますが、どういう予算配分に

なっているのか、それから、町長が私に答

弁していただいたいろいろな方の意見を取

り入れるという意味が、先ほどの１回目の

質問ではまだ足りませんので、そこら辺を

もう少し聞かせていただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（御田順司君） 計画の発注関
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係でございますが、今、別の計画というこ

とでありましたけれども、基本的には、マ

スタープランの変更と立地適正化計画１本

で発注を考えております。 

 予算の配分ですが、競合する内容とか検

討項目とかがありますので、単純に割合を

出せないのですが、積算上でいきますと、

都市計画マスタープランの部分は１５％で

１５７万５,０００円、立地適正化計画の部

分が８５％で８９２万５,０００円と見積も

っております。 

 アンケート調査ですとか、両方に関わる

部分がありまして、単純に割合を出しては

いないのですけれども、立地適正化計画の

対象にすることで補助が受けられるという

ことがございます。 

 都市計画マスタープランには補助を受け

られる部分がないのですが、そういう支援

を受けるために、費用の割合を立地適正化

計画のほうに充当するような形で考えて、

支援を受けて実施したいと考えているとこ

ろであります。 

 また、先ほど、住民意見の部分で説明が

不足していたかと思いますが、アンケート

数についても、一般的な回答数でいきます

と４００件弱あれば統計学的には足りると

されておりますけれども、多くの意見を取

り入れたいということで２,０００名、回答

率４割ということであれば８００件程度は

期待した形でアンケート調査を行いたいと

いうことです。また、生の声を聞きたいと

いうことで、住民の方と直接話合い、意見

交換ができる場、住民説明会のようなもの

を開催して意見を反映していきたいと考え

ております。 

 また、先ほど、都市計画審議会というお

話もさせていただきましたが、そこには

様々な関係団体からの代表に出席していた

だいているところでありますので、そこの

中で内容等を審議していただくことを考え

ております。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 概要は分かりま

した。 

 何点かあるのですが、まず、この計画案

の策定後、実際にマスタープランを見直し

て立地適正化計画の計画期間が今度は何年

になるのかというのがまず１点です。 

 それから、私の質問に対して、居住誘導

区域以外にもう一つ大事な都市機能誘導区

域の設定についても考えられているという

ことです。そういった意味で言えば、居住

区域もそうですが、町がこれから計画策定

の中でどんな施設機能を、居住区域にこう

いった施設が必要であるとか、公共交通網

の整備とか、私もいろいろ調べてみると、

助成の対象になることがありますし、都市

機能の中では、医療、福祉、商業を誘導し

たい場合にこういったものの中に織り込む

ことになっています。 

 その場合、住民説明会だけではなくて、

例えば、商業施設ということを考えたとき

に、関係団体とも十分意見交換するという

ことです。私も、都市計画審議会に議員の

立場で参加することになると思います。そ

こはそこで、町の案に対して最終意思を確

認する場になると思います。その前段で、

アンケート以外に関係するような、例え

ば、町が計画の中に入れて誘導したい施設

がもしあるとすれば、そういう関係者とし

っかり意見交換したりするようなことを考

えられているのか。将来的な公共施設のに

ぎわいを取り戻すための施設建設などとい

うことでこの中に書かれています。例え

ば、今、教育委員会で、複合的な機能を持

った図書館建設とか、あるいは、町長が令

和４年度の重点的な取組として宿泊施設と

いったことを掲げられていますので、ここ

の中で、誘導施設の中にそういったことが

盛り込まれる可能性についてと、そのこと

によって法律に基づく有利な財源措置の導

入が想定されると思いますが、その辺の現

状について、町の見解をお尋ねしたいと思
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います。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（御田順司君） 御答弁申し上

げます。 

 計画の期間のことが最初にあったかと思

います。 

 都市計画マスタープランについては、前

回の計画もそうですが２０年の目標期間で

設定することになろうかと思います。 

 図書館や何かという有利な財政支援とい

うお話もありましたけれども、現在、基本

的には何をどうこうとポイントを絞ってい

るわけではなくて、アンケート調査をした

中で、今ある課題といいますか、問題を洗

い出していった中で、何をしなければなら

ないのかということかと思っております。 

 ただ、議員から御指摘、御質問があった

とおり、当面の課題としては、そういう施

設等についても含まれるのだろうというこ

とを考えて、例を出しますと、図書館の部

分については、文科省等には財政支援がな

いと聞いております。この立地適正化計画

を立てていけば、２分の１の財政支援があ

るということになっておりますので、最終

的な都市機能の形の中で何をどうするのか

ということは、委託を出していく中で詰め

ていくことになろうかと思います。個別の

部分はあれですけれども、様々な財政支援

が受けられる制度となっておりますので、

その中で、美幌町に何が必要なのかという

ところも含めて検討していくことになろう

かと思います。 

○議長（大原 昇君） 建設部長。 

○建設部長（那須清二君） 関係団体との

意見交換ということですが、今回の策定に

つきましては、ただいま課長が説明いたし

ましたとおりです。また、さきの一般質問

等でも答弁させていただいたところでござ

いますが、今後予定される公共施設の配置

や、にぎわいを取り戻すための核となる施

設の検討ということが一つの大きな目的と

なっておりまして、それによりまして、国

の財政支援を受けて進めていきたいという

ことが一つの大きな目的でございます。 

 そういうことから、商業施設とか、がら

っと町の中を変えていきたいというところ

までは現在は想定していないですが、今

後、いろいろなニーズとか、町民の意見と

か、いろいろな団体の意見を聞いた中で、

そういったことが出てきたときには計画を

随時見直していくことができます。その際

に、商業施設等の部分についても盛り込む

ことはできると思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 基本的な考え方

は分かりました。 

 そこで、今、那須部長から説明があった

公共施設の配置、にぎわいを取り戻すとい

うところで言えば、この計画を立てるに当

たって、先ほど私は例として図書館の複合

化ということを挙げましたけれども、総合

計画を見ても、図書館を中心とした公共施

設を建て替えすることぐらいしか想像でき

ないのです。この中で、具体的にそれ以外

の公共施設の配置を盛り込もうという考え

方を、現状、町は持っておられるのか、そ

の辺をお尋ねしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 建設部長。 

○建設部長（那須清二君） ただいま想定

しているものとしましては、先日、公営住

宅の長寿命化計画等を策定しましたけれど

も、今後、公営住宅の老朽化に伴いまして

建設して、それにはある程度戸数も大きく

減らしていくということも盛り込んでいっ

ており、居住誘導区域の設定につきまして

は、当然、できれば郊外よりもまち中に近

いほうがという住民ニーズもありますの

で、例えば、そういったことも盛り込んだ

公営住宅の配置などもこの中では検討して

いくことになろうかと思っております。 

 その他公共施設というところにつきまし

ては、それぞれ役場の中に所管部署がござ
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いますので、それぞれの検討状況を持ち寄

った中で、今後どういったことがあるのか

ということは策定の中で検討していきたい

と考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 分かりました。 

 居住誘導区域は、今お話があった公営住

宅の長寿命化という部分がこちらの機能に

入ってくると思いますが、都市機能につい

ては、医療、福祉、商業といろいろな分野

の機能をどうするかということが出てまい

ります。庁内の策定組織の中では、各部横

断的に幅広い中で、この計画にどんなこと

を盛り込んでいくかということについて、

関係部局の職員で意見交換しながら、計画

策定の準備をしていくということでよろし

いのかどうかです。 

 もう一つは、都市計画マスタープランが

２０年と聞いたのですが、立地適正化計画

の期間というのは同じ期間なのか、それは

何年になるのかについてお尋ねしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 建設部長。 

○建設部長（那須清二君） ただいまの横

断的な関係ですが、誘導施設としまして、

先ほど議員からありましたとおり、医療施

設、福祉施設、商業施設、公共施設等がご

ざいますので、それぞれ役場の内部で策定

の組織をつくった中で、まずは内部的な考

えの整理をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、立地適正化計画の策定期間につい

ては、同じ２０年間で策定ということを考

えております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 確認で、私から発

言させていただきたいのですが、今回、マ

スタープラン、それから、立地適正化計画

をつくるわけですけれども、一つの計画期

間が２０年という将来を見越してのスパン

ということで、確かに長いことを想定した

中で、大きなフレームを考えていかなけれ

ばいけないところがあります。 

 一方では、今、急がなければいけないも

のがあるので、それを並行してやらなけれ

ばいけないところも出てくると思っており

ます。 

 ですから、今までもそうですけれども、

皆さんで将来に向けてこういう形がいいね

というのが全てそのとおりになってきてい

るわけでもないので、それは期間期間ごと

の修正をしていかなければいけないという

ことも理解いただけると思っています。 

 今、近々に、一つのスパンで見たとき

に、５年ぐらいの中で最低これだけはして

いきたいということで町長として考えてい

るものもありますし、今、町民の方々がこ

ういうものが欲しいねというものもあると

思います。その辺はしっかり皆さんと協議

をしたいと考えています。 

 先ほど担当から、説明会という話があり

ました。言葉足らずだったかもしれません

けれども、説明会という意味は、ちゃんと

協議をしていく場と御理解いただければと

思います。 

 そういう意味で、皆さんからこういうこ

とを考えているという意見をお聞きするの

は大事なことだと思います。また、そのベ

ースになるものについては、今、部長から

答弁させていただいた、役場内でもそれぞ

れの部署部署ごとにどういうことが今後考

えられるかということもきちんとまとめ

る。今までのイメージでいけば、コンサル

に丸投げという言葉がいいかどうか分かり

ませんけれども、こういうことをやりたい

というときに、あちらから一方的にこんな

フレームになってこんなものがいいですと

いうことではなくて、町としてこういう考

えを持った中で、計画のフレームの中にき

ちんとはめ込んでほしいというのは、ある

程度専門的な力が必要になりますので、そ
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ういう意味では、その部分を委託で補って

いただかなければいけないし、そこまで職

員がやるというのは、よほど専門的に精通

していなければできないので、そういう意

味では、委託ということで、今回、外に出

させていただきたいと思っています。 

 御理解いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

 ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） １７５ページ、

公園維持費の修繕料１,５９８万円につい

て、せせらぎ公園の木製階段修繕の具体的

な場所についてお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（御田順司君） ただいまの御

質問に御答弁させていただきます。 

 せせらぎ公園木製階段の場所ですが、図

面を添付しておりますけれども、第二遊水

池北側のあずまやから美富公営住宅１号棟

へ通じる園路でございます。 

 木部の経年劣化による腐食が激しいた

め、平成３０年から順次修繕を実施してお

り、今年が完了年となっているところであ

ります。 

 なお、修繕料の予算１,５９８万円でござ

いますが、このうち８００万円をせせらぎ

公園木製階段の修繕料として計上している

ことを御報告させていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 私は、美幌のせ

せらぎ公園というのは、唯一、美幌にある

自然の回廊といいますか、散歩道で、ほか

のまちにも自慢できるようないいところだ

と思っています。 

 美幌のほかの公園にもいろいろ木を植え

ていますけれども、やはり、地域住民か

ら、木の葉の関係で切ってくれということ

になって、せせらぎ公園こそ、たっぷり緑

を味わえる公園ではないかと思っていま

す。 

 今年完了となっていますけれども、毎

年、たくさんの人が健康維持のために歩い

ていますので、そういうことに関して安全

性のチェックや何かは時々していただいて

いるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） せせらぎ

公園につきましては、議員がおっしゃるよ

うにたくさんの町民の方にウオーキングで

利用いただいている状況でございます。 

 私ども環境管理課でも、定期的な維持管

理ということで、作業員も入りますし、電

話や窓口にお問合せいただいたことに対し

ては随時対応して、安全管理に努めている

ところでございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １３番馬場博美さん。 

○１３番（馬場博美君） 同じく１７５ペ

ージ、公園維持費、公園維持管理業務委託

料２,１７３万６,０００円の積算内訳につ

いて、御説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 御答弁申

し上げます。 

 公園維持管理業務委託料２,１７３万６,

０００円の内訳でございます。 

 まず、シルバー人材センターで維持管理

を委託してございます１２公園の草刈り・

除草、樹木管理やトイレ清掃等が８５２万

５,０００円、それから、大規模な公園とい

うことで、入札によって業者を決めており

ますせせらぎ公園の維持管理業務委託が５

３９万円、同じく大規模ということで、な

かまち緑道の維持管理業務委託が６４４万

６,０００円、その他、えくぼ福祉会さんに

トイレ清掃を別途お願いしている小公園が

１６公園ございまして、委託料として１３

７万５,０００円、トイレ清掃につきまして

は、５月から１０月までの期間ということ

で、１週間当たり２回の清掃をいただいて
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いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 今の御説明で分

かりました。 

 １点だけ確認したいのですけれども、い

わゆる公園については、それぞれシルバー

人材センター等に委託をされているという

ことで、その中で、小公園といいますか、

公園引当地について、基本的に自治会でで

きることは自治会でやっていますが、高齢

等によってできない自治会もありますの

で、そこら辺を委託業務等に含めることが

できないかできるか、そこについての見解

をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 公園引当

地の関係でございます。 

 町が維持管理に携わっている都市公園が

現在２６か所、公園引当地はそのほかに４

６か所ある状態でございます。 

 現状では、町だけで全ての公園等を管理

するのは難しい状況もありますが、地域の

方々の御協力が不可欠ですので、以前、自

治会要望でも御答弁させていただいている

ところでございます。 

 ただ、草刈り等については、必ずしも御

希望の時期にすぐ実施できない場合もあり

ますが、可能な範囲で直営等も含めて実施

しまして、行き届かない部分につきまして

は、引き続き地域の方の御協力もいただけ

ればと考えているところでございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、４項都市

計画費を終わります。 

 次に、５項住宅費、１７６ページから１

７７ページまでの質疑を許します。 

 ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） １７７ページ、

住宅リフォーム促進補助金３,２６７万円で

す。 

 これは、転入前における申込み方法につ

いて、住民票がなくても申込みは可能かと

いう質問をいたします。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（御田順司君） 御答弁申し上

げます。 

 住宅リフォーム工事の申込みに当たって

は、住民登録の有無に関係なく、補助金交

付要件を満たしていることが条件となって

おります。住民登録前に申し込まれた場合

につきましては、工事が完了し、実績報告

書提出の際に工事をした住宅への住民登録

がなされていることを確認し、補助金を交

付しているところであります。 

 関連質問の過去３年の実績、補助金の基

準についてでございます。 

 過去３年間の実績の合計につきまして

は、交付件数で２６５件、契約工事費で６

億１,３３１万１,０００円、補助金は８,６

４９万２,０００円を交付しております。 

 年度別の内訳につきましては、別紙資料

を御参照願いたいと思います。 

 補助金交付の要件につきましては、補助

の対象者は住宅の所有者で現に居住してい

るまたは居住しようとする者、世帯全員が

町税等の滞納をしていないこと、暴力団に

関係していないこと、補助対象住宅としま

しては、自己所有の住宅で町内に存し築５

年を経過するもの、補助対象工事として

は、住宅の増築及び改築工事、住宅内外の

一般的な劣化修繕工事、ロードヒーティン

グ等の除雪負荷を軽減する外構工事、断熱

化等の二酸化炭素の排出低減に資する工事

としております。 

 これら上記の基準を満たすリフォーム工

事に対し、上限を５０万円とした補助対象

工事費の２０％の補助金を交付している状

況であります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ
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ん。 

○８番（岡本美代子君） 例えば、今はほ

かの土地に住んでいて、親の家があるから

いずれは帰ってこようとするときに、まだ

ここに住んでいない人が先に親の家をリフ

ォームして、それから引っ越してくるとい

うことを考えれば、転入前における申込み

があるということは非常にいいことだと思

っています。 

 ただ、申込みに対しては期限がありまし

たね。申込みは何月何日まで受付というこ

となのか、それとも、今、美幌に住んでい

ない人の場合は随時受付ということではな

いのでしょうか。 

 美幌にいる人だったらこの期間にという

ことでできますけれども、地方に住んでい

る人は、申し込む場合、期限というものが

あるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（御田順司君） リフォーム工

事の申込みについてでございます。 

 以前は、先着順という形でやっていた部

分がありましたけれども、今は、４月１日

以降、随時申込みを受け付ける形で、極端

に言いますと年度末まで、年度末ですと工

事自体が完了していないので実績等はない

ですけれども、予算がある限り、随時受付

をしている状況でございます。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 随時受付という

のもあまり周知されていないのではないか

と私は思っているのです。 

 また、せっかくいい制度なので、その辺

の周知、それから、親戚の人が広報を見

て、帰ってくるなら美幌にはこういういい

制度があるよとある程度広めてもらう。美

幌にはまだまだ使えるような空き家がたく

さんありますから、そのときに、先にリフ

ォームができるということは本当に有利だ

と思っていますので、そういうことをもっ

と周知していただきたいと思っています。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（御田順司君） 制度につきま

しては、広報及びホームページで周知をさ

せていただいておりまして、ホームページ

も、月ごとに予算の消化の具合、これぐら

いありますということで残の状況を掲載さ

せていただいているところですけれども、

さらに分かりやすいように徹底してまいり

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 先ほどの説明で

分かりました。 

 ３年間の実績で、６億１,３３１万１,０

００円の工事ということで、非常にいい制

度だと思います。 

 そこで、御説明いただいた過去３年間の

実績を見ますと、１件当たりの契約工事金

額は割り返すと２３１万４,０００円、補助

金にして３２万６,０００円となっていると

ころでありますけれども、先ほど御説明い

ただいた補助交付要件の中には、補助金の

上限５０万円となっています。例えば、申

請して５０万円にならなかった場合につい

ては、要件を見ると１回限りということは

ありませんので、複数年に分かれて最終的

に５０万円になったという場合については

補助の対象になると思いますが、その点に

ついて伺います。 

 また、２０％の補助金の根拠が具体的に

あると思いますけれども、今後、２０％の

補助金の見直しについても検討されるの

か、この２点をお伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（御田順司君） リフォームの

補助金については、先ほど、回数の記載が

なかったということで、答弁が不足してい

たところがあろうかと思いますが、現行の

制度では、制度の利用は１回と限定させて

いただいております。上限額の５０万円に

達しない場合というお話かと思いますが、

様々な制度の利用者からもそういうお声を
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いただいている状況があります。 

 今回、令和４年度の予算を審議いただい

ているわけですけれども、３年くくりで制

度を実施しており、令和４年度が３年目と

なりますし、平成２３年から始めてきて１

２年を迎えることになりますので、当初の

制度自体がどうだったのかということもあ

りますので、そこを検証した中で、上限額

に対して複数回の利用というお話もありま

したし、どういう利用形態が望ましいかと

いうことも含めて検討していきたいと考え

ております。 

 対象工事等についても、広げる、広げな

いということもありますので、様々な部分

を検討した中で考えていきたいと思いま

す。 

 また、２０％とありましたけれども、そ

こにつきましても、上限額も含めて、１０

年以上たって、昔は２００万円でできた工

事が２５０万円かかるとか、物価の高騰と

か労務賃金の高騰等によって変化も出てき

ていると思っております。 

 当時の数値のままでいいのかどうかも含

めて検討してまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） １７７ページ、住

宅管理費、施設等借上料６,５２９万円の内

訳の詳細と、直営公住と借上げ公住の管理

コストの比較についてお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（御田順司君） 御答弁申し上

げます。 

 借上料の内訳につきましては、別紙を参

照いただきたいと思います。 

 直営公住と借上げ公住の管理コスト費の

比較ですが、新設する公営住宅について、

直営公住、借上げ公住それぞれのコストを

試算し、比較しております。 

 収入については、交付金、使用料、家賃

助成、固定資産税、法人税など、支出につ

きましては、建設費、修繕費、起債償還、

借上料などを見込んで比較したところ、直

営公住の費用１に対して借上げ公住の費用

は約１.４倍という試算結果になっておりま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） コストの件ですけ

れども、単純に１.４ということで、借上げ

公住は４０％のコストがかかっているとい

うことです。内容が分からないので、本当

にそうなのかなという思いもあります。 

 そのことに関しては、今、ここですぐに

とは申しませんけれども、先ほどマスター

プランの説明にもあったように、公営住宅

等をまち中に持っていきたいという意向を

述べられておりましたが、その意味におい

ては借上げ公住を視野に入れてもいいのか

なという思いがあります。その意味もあっ

て、１.４倍というと、単純に借上げ公住を

増設してはということを軽々に言えなくな

ってしまうのですが、その辺のこともあり

ますので、再度検証をしていただきたいと

思います。 

 それから、更新時期が終わっている借上

げ公住もあり、今後更新のところもあると

思いますけれども、更新状況を教えていた

だきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 建設部長。 

○建設部長（那須清二君） ただいまの公

営住宅の関係でございますけれども、ま

ず、大まかに１.４倍ということでございま

すが、この大きなものはどういうことかと

いいますと、直営で公営住宅を建てた場合

については、社会資本整備総合交付金等の

交付金がもらえます。しかし、借上げ公住

につきましては、民間で建てるものですか

ら、そういう補助金がもらえないというこ

とが一つの大きな差になっていますので、

建設コストからいきますと、直営で建てた

ほうが断然に有利と考えております。 
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 先ほどの御説明の中で誤解があってはい

けないと思うのですが、公営住宅をまち中

へというお話をしたところでございますけ

れども、それは、まち中の何もないところ

に公営住宅をぼんと建てるという意味では

なくて、今、現に比較的まち中にある公営

住宅に集約をするという内容でございます

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（御田順司君） 借上げ公住の

更新状況という御質問だったかと思いま

す。 

 現在契約している借上げ公住は、８団

地、８件ございます。平成１４年に２団

地、平成１５年に３団地、平成１６年に３

団地ということで、年度でいきますと、２

団地、３団地、３団地ということで年度ご

とに契約をしている形になります。一番最

初、平成１４年度に契約しました２団地に

つきまして、令和４年度中に契約満了が訪

れるということになります。それから再度

１０年更新の再契約をすることで進めてお

り、以下、年次的に残りの６団地について

も、契約満了を迎えるに当たって更新を進

めるということであります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、８款土木

費を終わります。 

 次に、９款消防費、１７８ページから１

７９ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、９款消防費を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は、１１時１０分といたします。 

午前１０時５５分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、令和４年度美幌町一般会計予

算についての質疑を行います。 

 次に、１０款教育費、１項教育総務費、

１８０ページから１８５ページまでの質疑

を許します。 

 ６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君） １８１ページの教

育費、教育総務費、教育振興費ということ

で、美幌高等学校間口対策支援金５５０万

円の支援金の内容と実績をお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 美幌高等

学校間口対策支援金についてでありますけ

れども、この支援金は、美幌高校の新入学

者の保護者に対し、就学にかかる費用の一

部として、生徒１人につき、農業科入学者

には１０万円を、普通科入学者には５万円

を支給して、保護者負担の軽減を図り、美

幌高校の生徒確保及び間口対策を図るもの

です。 

 令和４年度の予算額としましては、普通

科入学者を５０名見込み２５０万円、農業

科入学者を３０名見込み３００万円の合計

５５０万円を計上しております。 

 なお、過去３年分になりますが、中ほど

にこれまでの実績と、下段には、直近４か

年分ですが、入学者数を掲載しております

ので、御確認いただければと思います。 

 また、美幌高校への支援、間口対策とし

ましては、この間口対策支援金のみなら

ず、美幌高等学校教育支援事業補助金やタ

ブレット端末の貸与を行うなど、様々な角

度から支援を行っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 過去３年間の実績

は了解いたしました。 

 大体、二、三日中に試験の発表があると

思うのですけれども、令和４年度の見込み
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と、なぜ農業科は１名１０万円で普通科入

学者が５万円なのかをお聞きします。 

 多分、理由はあると思いますし、農業科

の支援ということも分かりますが、普通科

も何年間も２間口あったけれども、１間口

しか残ってないということです。３０名前

後なものですから、２間口を１間口に削ら

れているということで、その辺の理由と、

間口支援金で出していますが、間口支援で

はなくて入学者支援のように見えるのです

けれども、その辺の御回答をお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 令和４年

度の入学者の見込みですけれども、前段に

美幌高校等に確認しました結果、普通科に

つきましては３３名、生産環境科学科につ

きましては１３名、地域資源応用科につき

ましては１７名、合計して６３名の予定と

なっております。 

 また、この支援金の金額についてであり

ますけれども、想定として、制服では５万

円ほどかかるのではないか、さらに、教科

書代、体育服代、さらに農業科につきまし

ては実習服一式もかかる見込みであります

ので、普通科では５万円、農業科では１０

万円という設定をさせていただいておりま

す。 

 また、間口対策支援金ということで、基

本的には間口対策という名称になっており

ますけれども、入学者支援ということで、

やはり、入り口の部分について保護者に対

しての負担軽減を図ろうということであり

ます。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 私は、この件に関

して一般質問もさせていただきましたけれ

ども、農業科のみならず、普通科の入学者

も増えていないのが現状でありまして、今

後、道教委に対しても強い働きかけが必要

だと思われるのですが、その辺の対策をお

聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） この間口

対策支援金のみならず、この後にまた出て

きますけれども、教育事業支援補助金につ

きましても拡充、拡幅するなどしまして、

対策を講じてまいりたいと思っておりま

す。 

 また、道教委に対しても、今後、町とし

ていろいろな要望等をしていきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 同じく、私も間口

対策ということでお聞きするのですが、こ

れは、間口対策というより、入学者をどう

増やすかという対策になるのだろうと思っ

ております。 

 農業科、普通科ともに大変だと思います

が、地元の子供たちが地元の高校に行くと

いうのが本来の在り方だと思うのです。 

 私も、親子の中では、地元の高校から離

れて、よそのまちで進学をという段階もあ

ったのですが、やはり地元の高校に行くの

が当たり前でしょうと。そういう体験もし

ているのですが、美幌の場合は、進学校が

目の前にあるということもあって、北見市

に流れるというのは、私がいたまちよりも

っと強いのだと思います。しかし、そうい

う中にあっても、地元の高校で学んでいく

ことの魅力をどうやって発信するかという

ことが大事なのだろうと思います。 

 美幌に住み、地元の中学生を持つ親御さ

んと話をする機会はありますが、やはり、

高校卒業後の進路について不安があるとい

うことが第一に出されています。そういう

環境をどう整えるのかということで、町の

教育委員会も、道立高校ではあるけれど

も、頭を悩ませるという状況だと思うの

で、引き続きこの点ではタッグを組んで、

美幌高校は大変丁寧な学習環境にあること

を発信し続けるということなのだろうと思
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います。 

 もう一つお聞きしたいことは、過去に私

は一般質問でも申し上げたのですが、保護

者としてもう一つ出てくるのは、小学校、

中学校までは給食があって、高校になると

給食がなくなるという実感のこもった話で

す。今までは、給食センターの能力からい

って、そこまではカバーできないというこ

とでお話をしてきたのですが、現状ではど

うなのでしょうか。 

 小中学生の数も一定程度減るという状況

の中でカバーできる段階に来ているのだと

すれば、これはぜひ踏み込んでいただく必

要があるのではないかと思います。保護者

にとっては、そこにも相当目が行っている

ということで、様々な手段の中の一つとし

て、可能性があるのであればぜひ追求して

いただきたいと思うのですが、いかがでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 御答弁申し上

げます。 

 今、大江議員からいろいろな御意見等を

いただきました。 

 魅力化というのは追求していけば切りが

ないのでしょうけれども、まず、親御さん

も心配されている出口対策ですが、今年度

の３月１日に卒業した生徒さんの進路決定

率は１００％でございます。中学校訪問の

際には、毎年このような形で数字が出てい

ると、それぞれ中学校の校長先生なり進路

指導の先生にお伝えしております。 

 また、どういうところが魅力か、農業科

の場合は形に現れるのでしょうけれども、

普通科はなかなか難しくて、特効薬もない

というのが正直なところですが、例えば、

管内で公務員の神様とも言われている先生

に美幌に来ていただいてとか、今年は少な

かったけれども、国公立の大学に合格させ

ている実力のある先生方もいらっしゃいま

す。今後とも「報徳の風」という美幌高校

のパンフレットも使いながら、粘り強く周

知に努めていくことを私どもで支援してい

くため、環境を整えていきたいと思いま

す。 

 ２点目の給食の関係でございます。 

 一昨年度に、中学１年生から３年生及び

保護者を対象にアンケートをしまして、そ

の際に、所管の委員会の皆様にも配付をさ

せていただいたところでございますけれど

も、給食というのは保護者にとっても魅力的

で、何とかやってくれないかというお話がご

ざいました。 

 実は、給食のキャパは１,５５０食でござ

いまして、現在、小中学校は教員を入れま

して１,４００食、仮に高校を入れますと２

００食以上ありますので、キャパを若干オ

ーバーするため、給食は提供できないとい

うことです。その代わり、年に３回、食育

ということで、高校生にも美幌産の小麦を

使った給食を提供して、少しでも給食の雰

囲気を味わってもらうということにも取り

組んでおります。 

 その際、教育振興対策協議会の中でも、

委員の中から給食が出ないのかという御意

見を頂戴しておりまして、現在はキャパが

取れないのですけれども、将来的にこのま

ま人口が減っていくのであれば給食を提供

することも可能という数字にはなってきま

すので、その辺は今後とも協議会の委員と

も相談しながら、どういうふうに対応でき

るのか、引き続き検討していきたいところ

でございます。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 皆さんが共通の思

いなので、私からくどくど申し上げること

はいたしませんが、可能性のある分野につ

いては必ず実現できるように取り組んでい

ただきたいと思います。 

 普通科の間口も自動的に１間口になって

しまうのではないかと、非常に危険視して

おります。 

 町の総意で、いい案があればお互いにす
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り合わせをしていくということで、今後と

も、いい案があればお示ししていきたいと

思います。 

 ぜひ御努力をいただきたいということを

申し上げて、私からは終わります。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまの高校

の関係でございますけれども、先ほど部長

からもお答え申し上げましたように、何と

いっても高校の魅力化、児童生徒が行きた

い、親が行かせたい学校にするということ

に尽きると思っております。また、魅力化

についても、高校がある限りエンドレスで

取り組まなければいけない課題だと認識し

ております。 

 現在、オール美幌町で美幌高校の振興対

策に取り組んでいるところでございます

が、先ほど部長からも答弁がありましたよ

うに、まず出口をしっかりと充実させるこ

とが大切であり、進学については学校で主

体的に取り組んでおりますけれども、就職

の雇用先の間口の確保につきましては、協

議会を構成しております各団体企業にも御

協力いただいて、毎年雇用を確保している

状況でございます。 

 また、児童生徒にとりましては、高校の

３年間でいかに豊かな生活を過ごしてもら

うかということが非常に重要なポイントだ

と思っております。その中には、部活もそ

うでありますし、授業の内容、さらには、

御質問がありました給食も構成する要素の

一つかと思っております。 

 時間はありませんけれども、着実に前に

出ていけるようにこれらを一つずつ今後も

しっかり取り組んでいきたいと思っており

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） １８１ページの

美幌高等学校教育支援事業補助金９１２万

１,０００円のうち、生徒募集推進補助６２

万１,０００円に係る令和４年度の具体的な

金額についてお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 美幌高等

学校教育支援事業補助金についてでありま

すが、別紙に詳細を記載しておりますの

で、３ページを御覧願います。 

 初めに、補助の内容ですが、一つ目は、

美幌高校の寄宿舎に入寮している生徒の生

活支援と生徒への寮確保、二つ目は、道内

外における生徒募集のためのＰＲ活動、三

つ目は、生徒の在宅学習支援、四つ目は、

美幌高校の魅力づくりとＰＲにつながる活

動支援、五つ目は、女子生徒下宿費支援で

あり、以上の５項目を目的に補助している

ものであります。 

 続いて、補助の内訳です。 

 一つ目の寄宿舎運営費補助３８７万１,０

００円ですが、補助の基準としましては、

入寮者の寮費から運営費、食費を除いた不

足額を補助するものとしており、令和４年

度は入寮者を８人と見込んでの補助額とな

っております。 

 二つ目は、生徒募集推進補助６２万１,０

００円です。学校紹介ポスターや学校案内

パンフレットの作成費、また、広告掲載費

や学校ＰＲチラシ作成費となっておりま

す。 

 この学校案内パンフレットでは、管内中

学校のみならず、札幌市など都市圏の中学

校にも配布することや、補助外になります

が、管内の中学校へ美幌高校と教育委員会

が訪問して学校説明やＰＲを行っているこ

と、美幌中学校、北中学校生徒、自治会の

ＰＲ資料について配布の支援を行っており

ます。 

 三つ目は、学習環境整備補助１１９万４,

０００円で、こちらは拡充となっていま

す。内訳ですが、①の普通科特進コースの

生徒を対象としたオンライン授業であるス

タディサプリは、５教科１８科目４万本の

中から進学予定の内容に合わせて必要授業

を選択し、在宅学習の環境整備を図るもの
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であり、令和４年度は５０人の利用を見込

んでおります。 

 次に、②が拡充となっており、これまで

補助の対象としていなかった１年生につき

まして、学科を問わず希望者に対してオン

ライン学習利用料を補助するものです。令

和４年度は８０人の利用を見込んでおりま

す。 

 次に、４ページになります。 

 四つ目は、魅力発信事業補助３０９万９,

０００円で、こちらも拡充しております。 

 この魅力発信事業は、美幌高校の魅力づ

くりやＰＲ活動を支援することで生徒確保

につなげるもので、特に、令和３年度に初

めて参加しました地域みらい留学では、オ

ンライン学校説明会の総視聴数が２,０００

件以上、道内外への資料送付が１５０件以

上、オープンキャンパスへの道外からの来

校者が５名あり、その結果、道外生徒２名

の入学希望につながっております。また、

元美幌高校の校長によります魅力化サポー

ト事業を新設しまして、魅力ある学校づく

りを支援いたします。 

 内訳ですが、１点目、商品開発等事業と

して５０万円を計上しています。これは、

美幌高校の魅力づくりにつながる活動費用

に対して助成するもので、昨年設立されま

した合同会社アグリロテートへの活動費や

大阪高校との合同販売実施のための経費な

ど、記載の内容となります。 

 ２点目は、地域みらい留学参加経費１５

３万円です。 

 これは、地方公立高校を結ぶ全国合同の

学校説明会であり、東京を会場に、都道府

県の枠を超え、都会から生徒を確保するた

めの学校ＰＲ活動への参加料を補助いたし

ます。 

 内訳として、参加料の８８万円、対面式

合同学校説明会の生徒、教職員５名分の旅

費６５万円となります。 

 ３点目は、新規になります道外生徒帰省

費補助３６万９,０００円です。 

 これは、美幌高校へ地域みらい留学をき

っかけとして道外から入学した生徒へ、自

宅への帰省費について補助するものです。

女満別－羽田間の航空機運賃往復分を夏休

みと冬休みの２回、２名分を見込んでおり

ます。 

 ４点目は、こちらも新規になりますが、

魅力化サポート事業７０万円です。 

 これは、元美幌高校の校長によります魅

力化向上及び生徒募集活動に要する経費と

なります。 

 事業内容ですが、教育力の向上、生徒募

集活動へのサポートとしまして、町内外の

中学校に対する生徒募集活動への支援や教

育力向上のための教職員の研修支援、ま

た、放課後学習サポートの手法の検討や、

魅力化に係る講演の依頼などとなります。 

 また、学校評議員アドバイザーとしまし

て、７月と２月に開催の学校評議員会に出

席してもらい、外部の専門家の立場から意

見をいただくことや、地域みらい留学のオ

ンライン説明会におきまして、魅力化発信

のアドバイスや説明会のサポートを行って

いただくものとしております。 

 最後になりますが、５ページ、五つ目

は、女子生徒下宿費補助３３万６,０００円

です。 

 こちらは、美幌高校の寄宿舎につきまし

ては男子生徒のみの入寮が可能であるた

め、町内外からの女子生徒確保に向けた補

助となっています。町内民間下宿代と高校

寄宿舎の寮費の差額である月額１万４,００

０円を補助いたします。 

 以上となっておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） いろいろ説明を

いただきましたけれども、美幌高校に対し

ては、かつてない形の支援策をいろいろ考

えて、大人にできる支援をいろいろやって

いただいたと思っています。 
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 特に、道外から来る子供たちに対して、

道外への帰省の補助とか、生徒の下宿先を

探す補助とか、本当に優しさを持って対応

していただいたと思います。 

 大人にできることと、今年の入学者も意

外と少なかったのですが、少ないながら

も、入学した子がどういう満足度を持って

学校生活を送って出ていくか、これが一番

大切で、これからできることだと思ってい

ます。 

 やはり、口コミが一番確実なものですか

ら、ほかから来た子供たち、地元で入学し

た子供たちも、美幌高校へ行ってよかった

とどれだけ思って卒業していただけるかと

いうことを期待するところですし、管内や

中央にまで行って生徒を募集するというこ

とは、中学を卒業してすぐ地方へ来るとい

うことはかなり精神的にもいろいろ大変だ

と思います。もちろん、学校が中心となっ

て支えるのでしょうけれども、地域でもそ

ういう子供たちを、もちろん地元の子供た

ちもですけれども、一生懸命支えていかな

ければならないのではないかと思っていま

す。 

 いろいろ盛りだくさんの支援があります

ので、１年後の成果を私たちも楽しみにし

ているところです。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 私も、岡本議員と

同じ１８１ページの教育費、教育振興費に

ついてお尋ねをさせていただきます。 

 その中で、支援事業補助金が９１２万１,

０００円とございますが、魅力発信事業３

０９万９,０００円の積算根拠及び期待でき

る効果についてお尋ねいたします。 

 特に、今説明がございました魅力発信事

業費は大きく５項目でいろいろと取り組ま

れているのは理解したところですし、魅力

発信のほかにも相対的にいろいろと取り組

まれているのは、関わる者の一人として

は、非常にすばらしい事業に取り組まれて

いると評価するところでありますが、これ

らのプログラムといいますか、事業の決め

方はどのようにされているのか。もちろ

ん、町単独で決めることではないでしょう

し、魅力発信の事業のためにいろいろなア

イデアが出ていると思うのですが、どうい

うことでこのような決定をされたのか、そ

れに対してどのような効果を強く強く求め

るのかということをお尋ねいたします。 

 あとは、先ほど入学者数のお話を伺いま

したが、もし分るのであれば、町内、町外

の数字もいただけると参考になります。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） ただいま

の御質問ですけれども、この様々な支援事

業につきましては、町単独ではなく、学校

側とも協議させていただきまして、取捨選

択した中から実施していく形になっており

ます。 

 それから、町内外の受験者数の数字です

けれども、普通科につきましては、町内が

３１名、町外が２名の合計３３名となって

おります。生産環境科学科につきまして

は、町内が２名、町外が１１名の１３名と

なっております。地域資源応用科につきま

しては、町内が１５名、町外が２名の１７

名、合わせまして、町内が４８名と町外が

１５名の合計６３名の受験者数となってお

ります。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 生産環境科学科が

町外者が多いということで、いろいろな過

去の事業の成果が出ているのかなと思いま

す。もちろん、今回いろいろなプログラム

を事業展開されるのは理解するところです

が、④魅力化サポート事業の中で、元美幌

高校の校長がいろいろと関わるということ

で、私とか伊藤議員は美幌高校の評議員を

やっている関係がありますから、学校に出

向いていろいろな話を聞く機会があります

けれども、そういうところにも出向いてお
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話をされる、そしてまた、教育力向上のた

めの教職員の研修については、あえて教職

員の研修支援ということで外部からこうい

う方を招聘するのは、特にどういう効果を

期待すると理解したらよろしいでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 今回、魅

力化サポート事業にお越しいただきます方

は元美幌高校の校長先生ということであり

まして、美幌高校をよく知っている、ま

た、心配されているということから今回来

ていただくことになりました。 

 教育力向上のための教職員の研修支援と

いうことで、現在、若い教職員の方も増え

ていることから、ベテランの目で見た中で

いろいろなアドバイスをしていただきまし

て、今後の生徒支援につないでいきたいと

いう思いで実施していただきます。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） それでは、かぶる

部分もあるのですが、教育支援事業補助金

ということで、以前、高校の管理職と話し

たときに、何せ金をくれ、金をくれと私も

言われました。 

 間口対策の道教委とのお話合いの中で、

先生方も、もうちょっと美幌町に金を出し

てもらうよう頑張ってほしいと言われてい

たのですけれども、私は、お金、お金と言

ってしまうと消耗戦になってしまうので、

生徒の取り合いがオホーツク管内で始まっ

ているものですから、それも限界に来てい

るのではないかと思います。先ほど言った

魅力発信補助のサポート事業は、元校長に

よる魅力化向上生徒募集の活動ということ

で、今年は１０回、約７０万円、今後につ

いて、この方が許すのであれば、まだまだ

事業拡大を考えているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 新規の事

業ということでありますので、今回は１０

回ということで実施させていただきます。 

 １０回実施した中で、美幌高校が求める

部分がいろいろと出てくることもあると思

いますので、その辺りは協議しながら、も

しさらに拡充ということであれば検討して

いきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 今、課長から答

弁させていただきましたけれども、私から

若干補足させていただきたいと思います。 

 伊藤議員が補助金のお話をされたところ

でございますが、私どもとしましては、額

云々よりも、支援の中身、どういったこと

を支援していくかということが一番重要だ

と考えております。 

 これについては、学校もそうであります

し、振興対策協議会や議会の皆様方に様々

な形で御意見をいただきながらしっかり詰

めていきたいと思っております。 

 また、今年、新規の事業ということでア

ドバイザーをお願いするところでございま

すが、こちらにつきましては、御承知のよ

うに、美幌高等学校は設置者が北海道でご

ざいます。私ども町教委でこういうことを

やってほしいと話しても、制度的なことも

ございましてなかなか伝わらず、各教職員

のところまで浸透しないという実情もござ

います。 

 そのような中で、学校の実情を知ってい

る、学校に不足している部分をよく熟知し

ているという方をアドバイザーにお迎えし

て、学校評議員会をはじめ様々な高校の内

部に対して改善、改革について働きかけ

て、その結果、魅力化につながればいいと

思っておりますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 私は、同じペー

ジの補助金についてお尋ねしますが、ま

ず、寄宿舎の入寮予定が８名ということで

すけれども、このうち新入学予定の方で既
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に希望されている方は何人いらっしゃるの

かが１点です。 

 ２点目は、道外の生徒の帰省の旅費を支

援するということですが、出身県はどこの

県からの生徒なのかということです。 

 ３点目は、女子生徒の下宿費用を補助す

るということで、これも希望者が何人ぐら

いいらっしゃるのか、その辺をもし把握し

ていればお答えいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） ただいま

の御質問のまず１点目でありますけれど

も、報徳寮への令和４年度の入寮予定者に

なります。１年生で６名おりまして、東京

都、埼玉県、佐呂間町、小清水町から２

名、それから、東藻琴の６名になっており

ます。２年生が１名で清里町、３年生も同

じく１名で清里町の合計８名の予定になっ

ております。 

 ２点目ですけれども、道外生徒帰省費補

助はどこの出身の方なのかというところで

は、今お話ししました報徳寮入寮予定者の

東京都と埼玉県のお二人になります。 

 ３点目の女子生徒下宿費補助の関係です

けれども、こちらにつきましては、小清水

町から２名の女子生徒の方が受験をしてお

りまして、事前に希望していたということ

で、下宿も見学してもらっております。そ

の２名の方が下宿に入る予定になっており

ます。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 教育費の教育総務

費、教育振興費ということで、奨学金返還

支援金６０万円の内容をお知らせくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 奨学金返

還支援金につきましては、美幌町をはじめ

とした地方公共団体による奨学金や日本学

生支援機構による奨学金の貸与を受けた方

が特定の条件を満たして就労した場合に、

奨学金返還額の一部を支援することによ

り、次代を担う人材の確保と定住促進を図

るものです。 

 詳細についてですが、初めに、令和４年

度予算額です。 

 予算額としましては、３年分を見込み、

６０万円を計上しております。 

 次に、支援金の対象者ですが、一つ目と

して、在学中に奨学金の貸与を受けその返

還を行っている者または返還を開始する者

であること、二つ目として、美幌町に住所

を有し、今後も１年以上継続して居住する

見込みである者、三つ目として、医療従事

者、介護従事者、保育士、幼稚園教諭の資

格を有し、新たに町内事業所等に常勤雇用

され、今後１年以上継続して就労する見込

みである者、四つ目として、奨学金の返還

に対し免除や他の支援金等を受けていない

者、五つ目として、奨学金の返還及び町税

等に滞納がない者、六つ目として、美幌町

暴力団の排除の推進に関する条例第７条第

１項に定める暴力団員等でない者としてお

ります。 

 次に、支援の額及び期間ですが、支援金

の額は最大２０万円で、これは交付申請日

以前１年間に返還した額または返還すべき

額の２分の１以内としております。 

 支援金の対象期間は最大１０年間で、こ

れにより１人当たりの最大支援額は２００

万円となります。 

 支援対象職種等についてですが、現在、

コロナ禍ということもありますので、エッ

センシャルワーカーの中でも、特に町民の

命を預かる、健康を守る職種である医療従

事者、介護従事者、保育士、幼稚園教諭の

有資格者が町内の事業所で不足していると

いう現状により、定住促進も目的としてい

ることから、町内居住を支援要件としてお

ります。 

 以上となっておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ



－ 379 － 

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 内容等は分かりま

した。 

 令和４年度の予算の内訳が約３名で、１

人当たり２０万円掛ける３で６０万円とい

うことです。この３名というのは、そうい

う人がいることを予想していたのか、ただ

見込みで３名なのかどうか。それともう一

つは、この制度の対象職種が、医療従事

者、介護従事者、保育士及び幼稚園教諭の

資格を有しということでありますけれど

も、人数が少ない職種であるということか

らこれを想定していると思うのですが、今

後、これを拡充する見込みがあるのか、ま

た、この対象になるのが６０歳でもいいの

か、７０歳でもいいのか、言い方は変です

けれども、卒業年次も含めて対象年齢があ

るのかをお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 予算を計

上させていただくに当たりましての人数に

つきましては、町で実施している介護や医

療の確保支援金も参考にさせていただいた

中で、初年度ということもありますので、

３名で計上させていただいております。 

 それから、今後、職種の拡充ということ

でありますけれども、今回につきまして

は、コロナ禍ということもありますので、

やはり、町民の命、健康を守るということ

を検討していただいております。 

 今後につきましては、この実施を踏まえ

た中で、必要なものについては拡充等も検

討してまいりたいと考えておりますし、年

齢につきましては、特段、今のところは定

めておりませんので、どんな年齢の方でも

対象にはしているところであります。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 今の同じところ

で、二、三点、質問をしたいと思います。 

 支援金の対象者は、在学中ということで

すけれども、在学中の学校というのは別に

管内ではなくて中央でもいいということで

しょうか。 

 また、２番目の美幌町に住所を有し、今

後も１年以上継続して居住する見込みの

者、これは大変いい制度だと思います。例

えば、１０年受ければ２００万円を返還し

ていただけるというので、この辺を１年と

いう言葉でいいのか。例えば、３年とか、

定着を図るのだったら、もうちょっと考え

たほうがいいのではないかと思います。 

 １年勤めてくれて、それで有利だから

と、もっと継続して勤めていただけるのだ

ったら本当にいいのですが、こういうもの

は必要なのかもしれないけれども、６番の

暴力団のこと、こんなものは要るのかと思

っています。 

 また、周知について、奨学金とセットで

周知することで、よりインパクトが大きい

というか、借りる方には大変有利な制度だ

と思いますけれども、その辺はいかがでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） まず、御

質問の１点目ですけれども、学校はどちら

でも可能であります。 

 続きまして、１年以上継続して町に居住

してというところは、今回、定住も目的に

しているところでありまして、議員がおっ

しゃるように、３年以上ということであれ

ばなおいいのかもしれませんけれども、最

低ラインといいますか、１年以上いていた

だければ、この支援の対象にしたいという

ものであります。 

 それから、暴力団等についてというとこ

ろですけれども、やはり、今回、町の補助

金という形で支援させていただくものであ

りますので、最低限のラインを引きたいと

いうところです。 

 周知については、新年度からの新しい制

度というところで、まだ未確定な部分があ

りましたので、通常どおりの周知をさせて

いただいております。 
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 今後につきまして、いい支援になってく

ると思いますので、併せて周知をしていき

たいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 令和４年度の予

算が通れば、今年から手を挙げる人には出

ていくということだと思います。 

 ただ、私は、１年というのはどうかと思

うのです。受ける方の自由度は大変高いで

すけれども、やはり、定住ということにな

ればどうかと、もっともんでいただいたら

いいのではないかと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 御答弁申し上

げます。 

 こちらの１年につきましては、内部でも

いろいろ議論をしまして、３年がいいのか

とか、５年がいいのかという話は当然しま

した。ただ、人材不足という状況もござい

ますので、まずは最低でも１年はいてほし

いということです。お金がもらえるから美

幌町に入るという悪い人はいないと思うの

ですけれども、当然、転出したらこれは当

たりませんので、そういう最低ラインで、

事業所の人材確保という意味でも最低１年

ということで今回は決定させていただいて

おりますので、御理解願います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１項教育

総務費を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は、１３時１５分といたします。 

午前１１時５４分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、令和４年度美幌町一般会計予

算についての質疑を行います。 

 次に、２項小学校費、１８４ページから

１８９ページまでの質疑を許します。 

 １１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） １８５ページの

学校管理費の修繕料１,３５４万６,０００

円でございますが、修繕内容の明細をいた

だいていますので、この中で２点だけ御質

問したいと思います。 

 美幌小学校の教頭住宅の改修ですけれど

も、改修内容について御説明いただきたい

と思います。 

 それから、同じく美幌小学校と旭小学校

にＰＣＢの含有変圧器の更新、修繕という

ことでございますが、東陽小学校は終わっ

たのか、ないのか、その２点について御説

明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 御質問の

まず１点目、管理職住宅の改修ということ

ですけれども、この管理職住宅につきまし

ては、築年数などに応じまして随時改修を

行っておりまして、令和４年度は美幌小学

校の教頭住宅を予定しております。 

 改修内容でありますけれども、全体的に

確認させていただきまして、各部屋の壁で

すとか床などの張り替えから、トイレの便

器の取り替えとか、浴室ユニットバス入れ

替えなど、全般的な改修の実施を予定して

おります。 

 もう一点の東陽小学校のＰＣＢですけれ

ども、手持ちの資料がございませんので、

確認させていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） １８７ページ、教

育備品、小学校吹奏楽楽器更新で４６５万

６,０００円ということで、内容はここに書

いてあるとおりなので分かりますけれど

も、今回更新するのは美幌小学校と東陽小

学校ということですが、旭小学校というの

は金管バンドの採用がないのか、更新がな

いのか、お答えください。 
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○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 旭小学校

につきましては、このような活動をするも

のがないということでありまして、美幌小

学校と東陽小学校となっております。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 旭小学校には金管

バンドという音楽関係がないため更新はな

いということですが、小中学校というの

は、基本的に学区によって通う学校が決め

られて、高校と違って選ぶことができない

のが原則であると考えています。 

 そこで、学校教育の公平性、平等性から

考えて、旭小学校に金管バンドがないの

で、金管バンドをやりたくてもできないと

いうことがあると思うのですが、それであ

れば、課外授業とはいえ、今の三つの小学

校を二つにして、旭小学校区の人にも金管

バンドとか、そういう考えはないのか、お

伺いします。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 御答弁申し上

げます。 

 これまで、吹奏楽をやりたいからといっ

て、東陽小学校なり美幌小学校に行きたい

という相談を受けたというのは、私の中で

は記憶にないところでございます。 

 それから、学校を二つにということもお

話しいただきました。今回、新年度予算に

対しての町の行政執行方針でも書かせてい

ただきましたとおり、子供の数が減ってい

る、増える要素がないというところを鑑み

まして、今後、最適化に向けた取組を進め

てまいりたいと思っておりますので、その

際にそういう状況も出てくると思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 小学校スクール

バス運行事業の中のスクールバス業務委託

料のスクールバス運行事業委託料３,８５０

万円についてお聞かせいただきたいのです

が、多分、前回の説明のときは、保護者の

負担軽減で、北見の支援学校に通うための

スクールバスの補助という話を承っており

ましたので、その内容についてお知らせい

ただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） スクール

バス運行業務委託料であります。 

 その前に、先ほどの上杉議員からの東陽

小学校のＰＣＢの関係で、含有はないとい

うことでありましたので、お伝えいたしま

す。 

 委託料でありますが、この委託料の予算

計上につきましては学校給食課であります

けれども、実施主体は学校教育課でありま

すので、私から御説明いたします。 

 北見支援学校への登校便運行についての

概要でありますけれども、美幌町に在住す

る北海道北見支援学校へ修学している児童

生徒につきまして、保護者による送迎等の

負担軽減を図るため、スクールバスの登校

便を運行するものです。 

 乗車の対象者でありますが、美幌町に在

住する北見支援学校の在籍児童生徒で、小

学部から高等部まで全ての学部を対象とし

ております。 

 令和４年度の予定乗車人数ですが、小学

部で１名と高等部で１名の合計２名を予定

しております。 

 運行についてですが、運行日は月曜日か

ら金曜日までの登校日のみとして、土・

日・祝祭日、春・夏・冬休みは運休となり

ます。 

 また、特別支援教育支援員が同乗しまし

て、可能な限り保護者にも同乗してもらえ

るようにお願いいたします。 

 運行時刻ですけれども、８時１５分にし

ゃきっとプラザを出発し、８時４５分に北

見支援学校へ到着予定としております。 

 次に、令和４年度の予算計上額ですが、

一つ目に、会計年度任用職員報酬としまし
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て、時給１,１４２円の２１１時間分で２４

万９６２円、二つ目に、燃料費、ガソリン

代になりますが、支援学校往復４８キロの

２１１日分で１万１２８キロになり、平均

燃費が１リットル当たり６キロであります

ので、年間のガソリン使用量１,６８８リッ

トル分の２７万４,８０７円が燃料費となり

ます。 

 三つ目に、委託料、代替ハイヤーです

が、スクールバスが運行できなかった場合

には代替ハイヤーで対応いたしますので、

その費用として支援学校往復１０日分見込

みの１３万６００円、これらを合計しまし

て６４万７,０００円をスクールバス運行経

費として予算計上しております。 

 次に、車椅子対応についてであります

が、使用する車両は、給食センターが所有

する１５人乗りハイエースワゴンになって

おります。この車は福祉車両ではありませ

んので、車椅子に乗ったままの乗車は困難

ですが、保護者と相談しまして、同意の

下、介助等によって乗降することができる

ということであれば利用は可能と考えてお

ります。 

 以上となっておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 説明でよく分か

りました。 

 ただ、月曜日から金曜日の登校便のみと

いうことになると、下校便というのはこの

予算の中には入っていないので、下校便に

ついては親が迎えに行くということの理解

でよろしいのでしょうか。 

 もう一つは、委託料の北見市４８キロと

なると、新しく端野の境のところにできて

いる施設かなと理解したのですけれども、

そこまでで４８キロというのは、往復で４

８キロという理解なのか。それから、北見

市往復というのは、登校して、自分たちが

帰ってくるその距離を換算してこうなって

いるのかということです。 

 それから、現在は小学部が１名と高等部

が１名の２名のようですが、今のところは

車椅子に乗って登校する子供たちはいない

ようです。しかし、もしかしたら今後あり

得る状況も出てくるのではないかという思

いがありますが、答弁の中では理解するよ

うな話をいただいております。今年につい

てはいいのですが、今後こういうこともあ

り得るのではないか、可能性としてはない

わけではないという思いがありまして、今

後のことについてもある程度考えておいた

ほうがいいかなという思いで質問させてい

ただきましたので、答弁をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 御答弁申

し上げます。 

 まず、１点目の下校便につきましては、

小学部、高等部、それぞれ下校時間が違っ

ておりまして、小学部の下校に合わせます

と高等部の生徒が乗車できなくなってしま

うことや、逆に、高等部の下校時間に合わ

せますと小学部の生徒が長時間待つという

ことになってしまいます。 

 町直営でスクールバスを運行することに

なりますと、何台も運行しなくてはならな

くなってしまうため、現状としましては非

常に困難であると思っております。 

 また、北見支援学校の児童生徒につきま

しては、放課後デイサービスを利用してい

ることが多いということがありますので、

今回は登校日のみとさせていただいており

ます。 

 それから、車椅子の対応でありますけれ

ども、令和４年度につきましては多分いな

いと思っております。その後につきまして

は、いろいろなお子さんが利用することに

なると思いますので、その都度検討してま

いりたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） 学校給食課長。 

○学校給食課長（佐々木鑑仁君） 私か

ら、北見市４８キロの考え方について御説
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明をさせていただきたいと思います。 

 ガソリン代の４８キロについては、片道

２４キロなのですけれども、当然、行って

帰ってくる燃料費が必要なことから、４８

キロと計上させていただいております。 

 委託のハイヤーの場合は、児童生徒を乗

せていくハイヤー代が片道１万３,０６０円

という考え方になっておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 私の勘違いだっ

たのかもしれませんが、委託料の代替ハイ

ヤーというのは、帰りの分の下校分、タク

シー代ということの理解でよろしいのでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校給食課長。 

○学校給食課長（佐々木鑑仁君） 先ほど

も御答弁させていただきましたけれども、

あくまでも登校便を今回計画しております

ので、１０日分というのは、車両等の故障

等でスクールバスが出せない場合は、登校

便を１０日分ハイヤーで支援するという考

え方で、下校という考え方はこの中には入

ってございませんので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 坂田議員の質疑

と重複するかもしれませんけれども、スク

ールバスで登校便を運行することによって

保護者の軽減を図りたいということで、大

変よいことだと思っています。 

 そこで、令和４年度は小学部１名、高等

部１名とのことですけれども、これは、本

当はもっと人数がいて利用する人がこの２

人なのか、使う人がこの２名で支援学校へ

行っている方はもっといるのかということ

と、特別支援教育運行の②で支援員が同乗

（可能な限り保護者も同乗）と書いてあり

ますけれども、これは、保護者が同乗しな

くても連れていってくれるということなの

か、その２点をお聞きします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 御質問の

予定乗車人数でありますけれども、こちら

につきましては、教育委員会で押さえてい

るお子さん、また、北見支援学校にも確認

をしておりまして、この人数となっており

ます。 

 もう一点、可能な限り保護者の同乗とい

うところは、やはり、特別な支援を要する

というお子さんでありますので、できる限

り保護者の方にも同乗していただきたいと

思っておりますが、都合によって同乗でき

ないといった場合については、こちらの教

育支援員が同乗して対応してまいります。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 先ほども帰りの

便の話になりましたけれども、結局、登校

だけでも親の自由な時間を大分確保できる

ので、大変助かることだと思うのですが、

例えば、帰りについては、それぞれ親が迎

えに行く形になるのか、また、先ほど放課

後デイサービスということがありました

が、デイサービスの方が送ってくださるの

か、その辺のことをお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 御答弁申し上

げます。 

 こちらの登校便につきましては、町直営

のスクールバスを利用する形になります。

福住駒生線の子供たちを降ろした後にしゃ

きっとプラザから乗せるという直営でやる

取組でございますので、それを御理解いた

だきたいと思っております。 

 下校便につきましては、先ほど課長が申

し上げましたとおり、大半の子が障がい福

祉サービスの放課後等デイサービスを使わ

れておりますので、基本的にはほとんどの

方が事業者の方がお迎えに来ていると。使

わない場合は保護者の方がお迎えに来てい

ただいているということで、その辺は、今
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回利用される方と内容をよくお話しした中

で御理解いただいておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） １８９ページの

小学校特別支援学級振興事業、令和４年度

の特別支援学級に通学する生徒の人数を、

各小学校、各学年ごとにお知らせ願いま

す。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 令和４年

度の特別支援学級に通学する生徒の人数で

すが、町内各小学校の学年別の特別支援学

級に在籍する児童数は記載の表のとおりと

なっておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 各小学校の合計

人数も出ております。 

 例えば、この各小学校の合計人数に対し

て、介助員なり支援員なりが何人ずつつく

のか、今の段階で分かればお知らせくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 各学校別

の支援員の人数ですけれども、美幌小学校

につきましては７名の支援員がつきます。

東陽小学校につきましては６名、旭小学校

も同じく６名という人数で対応してまいり

ます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、２項小学

校費を終わります。 

 次に、３項中学校費、１８８ページから

１９３ページまでの質疑を許します。 

 １１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） １８９ページ、

学校管理費の修繕料１,０６２万５,０００

円でございますが、修繕内容はこの資料で

分かりました。 

 そこで、２点質問がございます。 

 美幌中学校の特別支援教室増設修繕（２

学級分）というのは、パーティションで区

切ったりするのか、どのような修繕をする

のか、その内容をお知らせいただきたいの

と、もう一つは、小学校費でも質問しまし

たが、北中学校にＰＣＢの含有変圧器とい

うものがあるのかどうか、その辺の実情だ

けお教えください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 御質問の

１点目の美幌中学校の特別支援教室増設の

修繕でありますけれども、美幌中学校で

は、現在、特別支援学級が３学級ありまし

て、令和４年度には、その学級数が人員増

に伴いまして５学級に増える見込みとなっ

ております。 

 そこで、現在１階にある技術室は、二つ

の教室を使用して作業スペースを確保して

おりますけれども、この両教室は扉でつな

がっておりますが、壁で仕切られている状

況になっております。 

 このようなことから、現在あまり使用し

ていない２階の第２理科室にこの技術室を

移設しまして、現行の技術室を特別支援教

室として改修するということになっており

ます。 

 仕切りつきましては、もともと扉がつい

ておりますので、そちらで仕切られる形に

なっております。 

 ２点目のＰＣＢにつきましては、もう一

度確認させていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 私も、今の中学

校費の中の修繕費についてお聞かせいただ

きたいのです。特別支援教室の増設、修繕

ということになっているのですが、これだ

け部屋数が増えるということになると、当

然、支援員というか、指導教員というか、
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そういう先生方も必要とされると思うので

すけれども、先生方の確保というのはどう

いう状況になっているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 御質問の

前に、先ほどの上杉議員の御質問でありま

すけれども、北中学校につきましては含有

がないという結果になっております。 

 坂田議員の御質問でありますけれども、

やはり、中学校は、特別支援のお子さんが

増えていくという状況がありますので、そ

れが美幌中学校も北中学校も同様な状況に

なっております。 

 そこで、令和４年度につきましては、現

在２名ずついる支援員を１名ずつ増員しま

して、３名ずつとする体制で対応してまい

ります。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 障がいを持たれ

ている種類によってそれぞれ違うとは思う

のですけれども、確実に小学校、中学校で

いろいろな社会的経験、学習経験、それか

ら、体験をさせないと、社会に向かって

は、中学校でもなかなか厳しい状況にある

のかなと思うのです。 

 できるだけ年齢的に若い小学校のときか

ら訓練をさせていかないと、半人前と言わ

れても仕方ないかもしれないのですけれど

も、それでも親たちにとっては一人前の社

会人に育てていきたいという思いがあっ

て、支援していただける教員の人たちには

かなり期待をしていると思うのです。 

 だから、そういう意味では、いろいろな

ことを体験させる環境というのをきちんと

この中で整備していただけることを考えて

いかないと、それ以上はなかなか厳しい状

況かなという話になってきますので、でき

るだけ教室の中の環境整備、それから、学

校全体の環境整備ということも十分検討し

ていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） １９３ページ、

中学校特別支援学級振興事業３７万７,００

０円、令和４年度の特別支援学級に通学す

る生徒の人数を各中学校、各学年ごとにお

知らせください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 令和４年

度の特別支援学級に通学する生徒の人数に

ついてでありますけれども、町内各中学校

の学年別の特別支援学級に在籍する児童数

は記載の表のとおりとなっておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） この人数に対す

る支援員の数は、先ほど坂田議員の質問に

各学校３名ずつとお答えしていましたの

で、これに間違いありませんか。 

 そして、例えば、小学生のときと中学生

のときとではまた違うと思うのですけれど

も、勉強も難しくなってきたときに、２４

人とか２０人に対する支援員というのはあ

る程度足りているのか、それとも最低ライ

ンなのかというところをお聞かせくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 支援員の

数でありますけれども、先ほど申し上げま

したとおり、現在、美幌中学校、北中学校

に２人ずつのところを１名ずつ増員させて

いただきまして、３名ずつで対応してまい

りたいと考えております。 

 また、現状、いろいろなお子さんがおら

れると思います。この支援員の数でという

ところはあると思いますけれども、現状は

この人数で対応してまいりまして、今後の

人数の推移とか、お子さんの状況もあろう

かと思いますので、そこを確認させてもら

った中でいろいろな対応をしていきたいと

思っております。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 



－ 386 － 

○教育部長（遠藤 明君） 補足させてい

ただきます。 

 まず、教員が当然授業をします。これは

制度で決まっておりまして、２学級の場合

だと３人という制度がありますので、まず

は、教員も専門の教科を学んできて特別支

援学級に入っておりますが、教員の質を高

めるとともに、足りない部分を支援員を使

ってということで小学校も中学校もやって

おります。今後とも、教員を中心に、個に

応じた特別支援の子供たちにもふさわしい

環境に努めていきたいと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、３項中学

校費を終わります。 

 次に、４項社会教育費、１９２ページか

ら２０７ページまでの質疑を許します。 

 １１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） １９７ページの

社会教育振興費の芸術文化鑑賞事業負担金

５９０万円について、記載の内容で分かり

ましたが、１点だけ質問いたしたいと思い

ます。 

 ４番目のふるさと応援鑑賞事業ですが、

野外コンサートをやりたいということでみ

どりの村と書いてありますが、キャンプ場

の広場なのか、あるいは、博物館前のとこ

ろを活用してやるのか、その辺の場所が決

まっていれば、予定が分かればお教えくだ

さい。 

○議長（大原 昇君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（松尾まゆみ君） お答え

いたします。 

 場所につきましては確認しておりません

が、ステージトラックを使って実施をする

予定ということで伺っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） そのステージト

ラックはどこの場所に置いてやるか、まだ

決まっていなかったらやむを得ないと思い

ますが、グリーンビレッジの横の広場なの

か、それとも上まで上がるのか、その辺の

主催者側の計画はまだ聞いていませんでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（松尾まゆみ君） 場所に

つきましては、まだ確認をしていない状況

でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） １９７ページの

同じく芸術文化振興事業補助金２３０万円

の事業内容は、ここに記載された内容で了

解いたしました。質問はございません。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 同じく１９７ペー

ジ、上杉議員と同じところですけれども、

回答で大体理解しました。 

 そこで、２番の公募による指導者招聘事

業の中で、多分、具体的な団体からの要望

があってこのようなことをやるのかと思う

のですけれども、何団体から要望されてい

るのか、もし団体名が公表できれば、その

辺もお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（松尾まゆみ君） 公募に

よる指導者招聘事業につきましては、社会

教育の中期計画を策定するに当たって、文

化連盟に対してアンケートを実施させてい

ただいておりまして、その中で、こういっ

たレベルアップということで、指導者を呼

んでの講習会費用等の要望があった状況で

ございます。 

 公募によってということで、現時点で

は、団体数等につきましてはまだ確定して

いない状況でございます。 

 よろしくお願いいたします。 
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○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 同じく１９７ペー

ジ、社会教育施設費についてであります。 

 町民会館等管理運営事業の中の修繕料６

４１万円、業務等委託料１,３７５万円、施

設維持管理等委託料２,５８８万５,０００

円の積算根拠並びに作業日数について、説

明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（松尾まゆみ君） お答え

いたします。 

 まず、修繕料につきましては、お示しし

た資料に載せさせていただいております

が、６４１万円のうちの大きなものとしま

しては、びほーるの非常用の照明器具の交

換修繕で３７４万円、こちらは客席及びギ

ャラリーの非常灯で、停電時等に点灯する

非常灯に一部不点灯箇所が生じているとい

うことで、こちらの交換修繕をいたしま

す。 

 また、びほーるの屋上防水保護塗料の塗

装修繕ということで、びほーるの屋上に防

水保護シートが敷いてありまして、それの

上に保護塗料、アスファルト塗装がされて

おりますが、防水シートの長寿命化のため

に、予防的修繕として２か年でアスファル

トの塗装修繕を行うということで１８５万

８,０００円、その他小破修繕等６件を合わ

せまして６４１万円となります。 

 業務等委託料１,３７５万円につきまして

は、舞台設備等操作業務委託料となってお

ります。 

 施設維持管理委託料につきましては、舞

台のつり物の保守点検や清掃業務、機械整

備、舞台照明、冷暖房換気設備、音響設備

などの保守点検が計１５件で合計２,５８８

万５,０００円となっております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） まず、修繕費です

が、今、三つ目にびほーるの非常用照明器

具交換で３７４万円とありました。教えて

いただきたいのですけれども、昨年の予算

で２５５万６,０００円かけて、非常口誘導

灯とか足元の誘導灯も交換しているのです

が、これと全然別なものということです

ね。もう一回、何がどう違うのか教えても

らいたいということが一つです。 

 また、屋上の防水保護塗装は、２か年で

とおっしゃったのですが、なぜ一遍にやら

ないのか、理由をお尋ねいたします。 

 それから、修繕料の中の⑤に調光器盤の

レギュレーターの交換とあります。びほー

るができて今年で１０年ですが、１０年程

度で変えなければならないということで、

それだけ損傷が激しいというか、駄目にな

ったために交換と理解していいのでしょう

か。 

 それから、今、いろいろと委託料のお話

がありましたけれども、昨年の１２月の一

般質問で、これらの保守点検等々で非常に

多くの日数をかけている、もう少し効率的

に何か変わることはないのかという質問を

した経緯があるのですが、それに対して

は、令和４年度は何か改善といいますか、

日数の調整はできてこの内容と理解すれば

よろしいのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（松尾まゆみ君） お答え

いたします。 

 まず、非常用照明器具の交換でございま

すが、昨年は、誘導灯を交換ということ

で、椅子の下の部分のライトとか、非常口

の誘導灯ということもございましたが、今

回は天井についている非常灯ですけれど

も、それが停電時に真っ暗にならないよう

にということでございます。 

 特に、客席の６か所につきましては、全

てが不灯となっているわけではないのです

けれども、かなり高いところにあるため、

足場を組んで修繕しなければならない、故

障している場所だけを交換したとしても、
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ほかの場所もまた故障する可能性があると

いうことで、この機会に６か所全部を交換

するような形で考えております。 

 ギャラリーにつきましては、全部で１５

か所ございますが、こちらは故障した場所

のみの３か所と考えております。 

 びほーるの屋上修繕ですが、こちらを全

て一遍にやった場合に費用等が安くなるか

どうかということも含めて検討させていた

だいたのですけれども、確認をしたとこ

ろ、全面を修繕したとしても、ばらばらで

やったとしても、費用に大きな差がないと

いう回答がありましたので、特に傷みが出

始めているところを重点的に、平均的な費

用の負担という部分を考えて２か年で計画

しております。 

 それと、調光器につきましては、レギュ

レーター、電圧調整装置につきましては、

大体５年ごとに寿命が来るということで、

前回は平成２９年に交換をさせていただい

ておりまして、今回はちょうど５年後とい

うことで予算を上げさせていただいており

ます。 

 それと、びほーるの管理運営上で工夫が

あるのかという部分でございます。こちら

につきまして、やはり、使っていただくた

めにという部分もございますので、日程等

を御相談いただいて、例えば、びほーると

小ホール、中ホールを同時に使う場合、今

年もそうであったのですけれども、例え

ば、小ホールを使いたいよということがあ

ったときに、先に小ホールを使っていただ

いて、後半部分でびほーるを使っていただ

くとか、そういった工夫はさせていただい

ておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） びほーるの照明器

具交換、ＬＥＤというのは、我々の認識で

は数万時間対応できると理解はしているの

ですが、去年も非常灯に交換している、耐

用時間を過ぎているから今回交換と理解す

るべきなのか、単なる器具の不具合で早ま

ったのか、そういうことについてはいかが

なのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（松尾まゆみ君） びほー

るの非常灯でございますが、こちらは、び

ほーるが建設になった時点では、まだＬＥ

Ｄの器具が出ていなかった、認可されてい

なかったということで、現在ついている非

常灯につきましてはＬＥＤではないものに

なっております。 

 今回の修繕によって、該当する箇所につ

きましては、ＬＥＤの非常灯に交換するよ

うな形になっております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 私も、今回の町

民会館管理運営事業の中の修繕料について

質問させていただきます。 

 今、稲垣議員の質問でいろいろ説明があ

ったので、大体のところは理解しました。 

 今回の６４１万円についてですが、具体

的に修繕する内容は、ここに書かれており

ますので、分かりました。 

 修繕する日程ですが、今回、どの程度の

期間を想定して修繕するのかということに

ついてお伺いしたいと思います。 

 といいますのは、昨年、稲垣議員が一般

質問したときに、修繕、点検にかかる日数

が年間５６日もあるということでしたの

で、文化連盟団体に所属している人たちも

そうですが、会館を使用したいという人た

ちがなかなか利用できない状況もあったと

いうことなので、それで修繕にかかる日数

はどの程度を予定してやろうとしているの

かというところを、もう少し具体的に説明

していただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（松尾まゆみ君） お答え

いたします。 
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 まず最初に、先ほどの５６日間というこ

とですが、こちらは５６日間全てが修繕、

保守委託のみで確保しているわけではなく

て、例えば、利用がない日に、修繕や委託

保守ということで入れているところがあり

まして、そこは御理解いただけたらと思っ

ております。 

 修繕につきましては、表の中に作業日数

をお示しさせていただいておりますが、こ

の中で、利用に影響が出る、具体的に、そ

の期間中ホールを閉鎖しなければならない

という部分が３番のびほーるの非常用照明

器具の交換修繕ですけれども、こちらは、

先ほども申し上げましたように、天井の高

いところにありますので、客席のところで

足場を組んで修繕をしなければならないと

いうことで、１週間前後で想定をさせてい

ただいております。 

 それ以外の部分につきましては、例え

ば、びほーるの床下修繕とか、そのほかの

小破修繕は、できる限り利用の申込みがな

いときに作業をさせていただくように考え

ております。 

 また、蒸気加湿器とびほーるの照明操作

卓の主幹調光器盤部品交換につきまして

は、それぞれ冷暖房換気設備の保守点検と

照明設備の保守点検の際に併せて行うこと

によって、新たに使えない日が増えるとい

うことは想定しておりません。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 今の説明で大体

納得しましたが、例えば、修繕する日につ

いては、皆さんが使える土・日・祭日は極

力避けていただきたいです。使われていな

い平日だと影響がないと思いますが、それ

でなくても、せっかく町民の人たちが新し

いホールでいろいろな催物をやりたいとい

う思いでできたびほーるなので、極力利用

できる状況をつくっていただきたいと思い

ますし、修繕するにも、点検するにも、影

響の出ない程度に点検作業、修繕作業をし

ていただくように検討していただきたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（松尾まゆみ君） 修繕に

つきましても、管理委託につきましても、

できる限り町民の皆様の利用に影響が出な

いよう日程調整をさせていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） ２０１ページの

図書館費でございますが、図書館運営事業

費３４０万５,０００円の中で、図書館整備

検討委員会に係るアドバイザーがどなたな

のかということと、今回、委員会に年間ど

れぐらい出席される予定なのか、それか

ら、先進地視察を予定されているようでご

ざいますが、図書館単独の施設の視察なの

か、それとも、かねてから言われている複

合施設を視察されるのか、その辺の状況に

ついて御説明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 御答弁申し上

げます。 

 図書館整備検討委員会のアドバイザーに

つきましては、本年度と同じく、帯広大谷

短期大学副学長の吉田教授に依頼を予定し

てございます。この方は、元帯広市職員で

ありまして、帯広市図書館の館長をされた

方でございます。 

 また、整備検討委員会の開催は５回を予

定しておりますが、そのうち吉田副学長の

出席は２回を予定してございます。 

 なお、先進地視察につきましては、２か

所を計画しております。いずれも複合施設

でございます。 

 一つ目は、室蘭市の図書館で環境科学館

との複合施設、二つ目は、むかわ町の図書

館でホテルや道の駅などが入る複合施設を

予定しておりますので、よろしくお願いい
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たします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 分かりました。 

 このアドバイザーの方は、昨年も同じ先

生ということで、今回の先進地視察は、私

もインターネットで室蘭は調べてみまし

た。「えみらん」という新しくできた複合

施設で、図書館と環境科学館が一緒に入っ

た施設ということで聞いています。 

 一方、むかわ町は、ペタンクの大会の開

催地でもあって、実は、大会があったとき

はここのホテルによく宿泊しています。こ

こは、かなり多目的というか、道の駅、ホ

テル、物産館、それから、プールやトレー

ニングジムの入ったスポーツクラブ、温

泉、それに図書館ということで、本当にま

ちの中心地にある多目的施設なのです。そ

ういったところを見ながら、今後、検討し

ていくということだろうと思うのですが、

この視察には、職員も含めたり、検討委員

会のメンバー何人ぐらいが参加するのかと

いうことと、視察の日程は、１泊２日なの

か２泊３日なのか分かりませんが、その辺

の状況と、以前、総務文教常任委員会で、

室蘭の「きらん」という生涯学習センター

も複合施設で視察をさせていただきまし

た。 

 「えみらん」という室蘭の施設を見てみ

ると、先ほど紹介した「きらん」をつくる

ときもそうなのですが、市民の皆さんを集

めてまちづくり協議会でワークショップを

したり学習会をするということで、市民の

皆さんの参加の下に、どのような多目的な

施設にしようかという取組を室蘭市はして

おります。ぜひ、そういった面も視察をし

ていただいた中で、もし美幌町で、特に複

合化を教育委員会が目指すとすれば、でき

たプランを町民の皆さんに、できました、

意見があれば出してくださいという程度で

はなくて、やはり、機能として美幌町の図

書館に何をプラスするのがいいのかという

ことを、計画をつくるときから町民を巻き

込んだ学習会とかワークショップを行う。

このような手法も室蘭は取り入れておりま

すので、その辺の詳細についてもしっかり

視察をしていただいたらどうかなと思いま

すが、御見解を伺いたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 御答弁申し上

げます。 

 まず、１点目、視察の参加者でございま

すが、整備検討委員は１２名おりまして、

１２名全員を予定しております。それか

ら、同行する職員は３名、運転手１名です

ので、１４名です。１泊２日の予定を考え

てございます。 

 また、最後の町民のワークショップ等で

ございますけれども、現在、基本構想を最

終段階でまだつくっている最中でございま

すが、令和４年度に基本計画となります。 

 この辺は、整備検討委員会の中でもお話

がございまして、整備検討委員会の皆様も

周りの皆様から意見を吸い上げて発言はさ

れていますけれども、私どもは、それ以外

にも、町民の意見、御要望というのも大事

なことではあると思いますので、その辺は

どういう手法がいいのか、整備検討委員会

の皆様と協議した中で、意見を取り入れる

等の考えを持っていると思いますので、そ

れに取り組んでいきたいと思っています。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 視察の人数は１

２人全員ということで、このアドバイザー

も含まれているのでしょうか。 

 というのは、この経歴を見ますと、帯広

市の図書館長であったということです。私

は帯広まで調査していませんけれども、図

書館単体、もし複合化を目指すとすれば、

いろいろな意味でアドバイザーの方にも一

緒に見ていただいて、いろいろなアドバイ

スを受けるのが適切かと思いますので、ア



－ 391 － 

ドバイザーも入っているのかどうかという

ことと、職員３名というのはどなたが一緒

に同行なされるのか、その辺を明らかにし

てほしいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 御答弁申し上

げます。 

 視察は９月中旬頃を予定してございま

す。 

 吉田教授にも御相談申し上げていますけ

れども、かなり御多忙な方でございます。

取りあえず、予定としては吉田教授は入っ

てございませんが、この方はいろいろな図

書館の立ち上げにも関わっている方でし

て、いろいろな引き出しも多く持ってござ

いますので、特に今回視察へ行くところも

当然存じ上げているということを聞いてお

りますが、帰ってきてからいろいろなノウ

ハウを聞きたいと思ってございます。 

 あと、同行する３人でございますが、図

書館の職員、館長ほか２名の主査、担当職

ということで３名でございます。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） お尋ねいたしま

す。 

 社会教育費、文化財保護費２０７ページ

でございます。 

 今回、かしわの木保全作業委託料という

ことで４６０万９,０００円が計上されてお

りますが、この積算根拠と期待できる効果

をお尋ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 博物館課長。 

○博物館課長（鬼丸和幸君） 御答弁申し

上げます。 

 今回行う予定でありますかしわの木保全

作業ですが、木が生えています地下部の土

壌環境を改善する作業となります。初め

に、詳細な土壌断面調査を行い、その結果

を踏まえて土壌改良作業を行うという流れ

になります。 

 作業内容も含めまして、積算根拠及び期

待できる効果について御説明いたします。 

 まず、土壌断面調査ですが、昨年行われ

ました簡易的な土壌予備調査におきまし

て、かしわの木が生えている土壌中に、木

の根の呼吸や栄養分の吸収を妨げる原因と

なる固結層と呼ばれる土が硬い層が存在す

る可能性が出てきたため、詳細な土壌断面

調査を行い、その固結層の深さや広がりな

どを正確に確認し、その後の効果的な土壌

改良作業につなげるための調査を行うもの

です。 

 土壌改良作業ですが、土壌断面調査の結

果を踏まえて、７本の木を対象にして、木

が生えている土壌環境を改善するために、

重機を用いて木の根元を中心に放射状に土

を掘り起こし、土を柔らかくした上で土壌

改良剤を混ぜ、攪拌して埋め戻すという作

業になります。 

 この作業を行うことで、土壌の通気性、

透水性及び保水性などが改善され、木の成

長が促進されるという効果が見込まれるこ

とになります。 

 いずれの作業も、作業を行う樹木医や作

業員らの人件費、それから、土を掘り起こ

すための重機借上料、その他土壌改良剤な

どの必要物品購入代などを記載のとおり積

算しております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） それでは、また何

点か再質問をさせていただきます。 

 お尋ねいたしますが、今、館長が７本の

木を対象と言ったのですが、かかる作業に

ついては全体で７本で間違いないのかとい

うことと、場所はどこになるのでしょう

か。美幌小学校または町内全域にわたって

いるのか、あとは、ここにかかる日数はお

およそどれぐらいなのか。生き物ですので

元どおりということにはならないかもしれ

ませんが、今後、この７本をどれぐらいも

たせることができるのかということをお尋
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ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 博物館課長。 

○博物館課長（鬼丸和幸君） 御答弁申し

上げます。 

 ７本ですが、基本的に、美幌小学校内に

９本のかしわの木があるのですけれども、

今回、残り２本が歩道沿いのコーナーに位

置していることもあって、重機を入れるこ

とがなかなか難しいということで、７本を

対象にしております。 

 場所につきましては、文化財に指定して

いるかしわの木は、美幌小学校の校庭、そ

れから、体育館横の歩道脇を指定しており

ますので、そこが場所となります。 

 日数ですけれども、土壌断面調査は５日

間、土壌改良作業は１０日間の予定となっ

ております。 

 それから、年数に関してですが、かしわ

の木は一般的に３５０年から４００年ぐら

い寿命があると言われております。手をか

けてやれば、美幌小学校のかしわの木も恐

らくそれぐらいの年数はきちんと生き延び

てくれるだろうと考えております。 

 樹木医との話の中では、やはり、生き物

ですから、おおむね５年から１０年ぐらい

に１回ぐらいずつは、何かしらの保全作業

をしたほうがよいという御指摘をいただい

ております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 内容としては理解

したところですが、今後、５年スパンぐら

いで、ここまで大規模なものではないけれ

ども、いろいろな手当をしていくことにな

るということです。 

 それから、人件費がいろいろ上がってい

ますが、樹木医というのはこの中の誰にな

るのか、以上の２点をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 博物館課長。 

○博物館課長（鬼丸和幸君） 御答弁申し

上げます。 

 樹木医は、この表の中の主任技師に当た

ります。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 同じく２０７ペー

ジ、稲垣議員と同じところですけれども、

かしわの木の保全について、内容は分かり

ました。そのほかに物件の優遇ということ

でもお尋ねしておりますけれども、その内

容も大体理解しました。 

 その中で、文化財としての物件は分かる

のですけれども、かしわの木ということで

検索したら、美幌町の豊富のハルニレが出

てきました。 

 樹齢が５２０年の古木であり巨木という

ことで、これも文化財に指定されているの

か、いないのか、また、ほかにこういう巨

木類が存在して、それが文化財に指定され

ているのかどうか、教えていただきたい。 

 なぜこれを聞くかというと、この項目と

は違うのですけれども、サイクルツーリズ

ムということをこれから道に上げようとし

て力を入れているところです。その観光の

一環として、コースの場所にも十分なり得

る観光資源として使える場所だと思ってい

ますので、そういうものがあればかしわの

木保全のように保護していかなければなら

ないという思いでお尋ねます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 博物館課長。 

○博物館課長（鬼丸和幸君） 御答弁申し

上げます。 

 豊富にあるハルニレの木は、樹齢が非常

に高いことを私も知っております。これ

は、今のところ文化財としての指定は受け

ていないのですけれども、町の保存樹木と

しての指定を受けて大事にされていると思

います。 

 そこで、町の中にほかに巨木はというこ

とですけれども、山の中に入ると実際に巨

木がたくさんあります。先ほどおっしゃら
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れたハルニレもそうですし、古梅に行きま

すとミズナラの大木があったり、もっと人

がいない山のほうに行くと大木が結構多く

見られます。 

 そういうものも文化財にという考え方も

あるのですけれども、今回の美小のかしわ

の木も指定理由が、単純に年を取っていて

巨木でという理由だけではなくて、美幌小

学校の開校当初から生えていて、多くの児

童生徒を見送ってきて、町のシンボル的な

役割にもなったという文化的な面も非常に

大事だなということで指定をしておりま

す。一応、検討はこれからも順次していく

と思うのですけれども、単純に巨木だから

文化財指定という理由だけで文化財に指定

ということにはなっていかないと思ってい

ます。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 館長の思いは分か

ります。単純に何でもかんでも文化財にし

ろと言うつもりはございませんけれども、

僕も美小出身でありますから、美小のかし

わの木は、子供の頃からあそこの周りで遊

んだり、思い出はたくさん持っておりま

す。と言いながらも、やはり巨木が存在し

ているわけですから、それも大事にしてい

かなければならないということです。 

 ですから、今すぐどうのこうのではなく

て、将来に向けてそれも文化財に含んでも

らって、重要な観光資源としても使えます

ので、これは町の財産ですから、そういう

こともおいおい考えていただければという

ことで、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、４項社会

教育費を終わります。 

 次に、５項保健体育費、２０６ページか

ら２１５ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１０款教

育費を終わります。 

 次に、１１款公債費、２１６ページから

２１７ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１１款公

債費を終わります。 

 次に、１２款職員給与費、２１８ページ

から２１９ページまでの質疑を許します。 

 ３番大江道男さん。 

○３番（大江道男君） ２１９ページ、職

員給与支給事務に関わって、まず１点お聞

きいたします。 

 美幌町役場での女性登用について、町職

員の主査職以上の女性の割合と、女性採用

及び女性管理職育成方針について伺いま

す。 

○議長（大原 昇君） 総務課長。 

○総務課長（関 弘法君） 御答弁申し上

げます。 

 まず、町職員の主査職以上の女性職員の

割合につきましては、全体で２４.４％、人

数では２９名となってございます。内訳に

つきましては、病院の看護師等を除く役場

のみでいいますと、その割合は１６.９％

で、人数では１４名となってございます。

この１４名の内訳につきましては、事務職

が６名、保育士、保健師などの専門職が８

名となってございます。 

 次に、女性職員の採用・管理職育成方針

でございますが、本町におきましては、女

性職員の積極的な採用・育成・登用に関し

ての取組や、子育てなどの家庭生活も行い

ながら活躍できる職場環境の整備について

推進を図ることを目的に、令和２年７月に

美幌町特定事業主行動計画を作成してござ

います。 

 この中で、女性職員が能力を発揮できる

職場の環境づくりとして、やる気や資質を

備えた女性職員を早期に登用し、多様なポ

ストへの積極的配置を行うことを推進する



－ 394 － 

ほか、女性職員自らがキャリアアップの意

識を向上していただくための研修の実施、

そして、女性が働きやすい職場の環境整備

に努め、多くの女性の方に受験いただける

よう努めていくこととしてございます。 

 現在、採用、登用におきましては、当然

ながら、性別格差を持たないことはもちろ

んのこと、男女問わず、その資質、能力な

どを総合的に勘案の上、行っているところ

ではございますが、引き続き、積極的な採

用、登用を目指すことはもとより、あらゆ

る行政分野において、女性職員が能力を十

分に発揮できるよう、役職、階層に応じた

研修の充実なども図りながら、スキルアッ

プを図っていく取組につきましても同様に

推進してまいりたいと考えてございますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） このことについて

は、どなたも同じような目線で見られてい

ると思うのですが、採用に当たっても男

性、女性の比率を等しくしていくという方

向で時代は進んでいるのですけれども、実

態はなかなかそうならないと。 

 あるいは、家庭的な環境などで、途中で

辞めてリタイアされるという問題などもあ

って、直線的に進んでいくとは毛頭考えて

いないです。多分、半々に向かってという

のは簡単ですが、そう簡単にはいかないと

いう状況かと思います。 

 計画はつくられてきているということで

すが、見通しなどについても併せてお聞か

せください。 

○議長（大原 昇君） 総務課長。 

○総務課長（関 弘法君） まず、女性職

員がいろいろな職場でしっかり活躍できる

ような環境の整備は必要だと考えておりま

す。そのために、多くの女性職員が採用さ

れて、同様に行政サービスを担っていく、

そのようなことが必要だと考えてございま

す。 

 今後の見通しもございますけれども、こ

れまでの５か年の状況で申し上げますと、

採用の人数につきましては、専門職なども

含めた人数で、おおむね１０名から２０名

の採用をこの５年間の各年度で行ってござ

いますが、男女比の割合で申しますと、男

性、女性の割合についてはほぼ同様な割合

となってございます。 

 平成３１年度も含めまして、令和２年、

令和３年の３か年につきましては、女性の

割合が採用数としては上回っている状況に

なってございます。 

 令和２年に計画を策定して、実効的なこ

とも含めて、今、実践をしているところで

ございますが、今後も引き続き、こうした

女性職員の採用は推進してまいりたいと考

えてございますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 現状、主査職以上

の女性の割合が役場庁舎内では２割を切っ

ている状況で、過去も見ているのですが、

一定段階以上の女性の割合はなかなか厳し

いものがあるということで、そういう点で

これからも見てまいりたいと思います。 

 ここ３年の間で言えば、新任職員の女性

の割合が男性を上回っているということ

で、可能性がもしかしたら開けていくのか

なと思いますが、そういう点で、男女の比

率が同数になっていくという方向に向かっ

て動いているということを期待して、推移

を見守っていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 同じページの障が

い者雇用についてお伺いをいたします。 

 美幌町の障がい者雇用は、なかなか採用

が難しいということなどで、今日、達成し
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ていないと、資料によりますと２人の採用

が必要になっているが、できていないとい

うことであります。 

 大変残念な思いをしておりますが、令和

４年度の採用に向けて見通しを聞かせてく

ださい。 

○議長（大原 昇君） 総務課長。 

○総務課長（関 弘法君） 御答弁申し上

げます。 

 ただいま大江議員からございましたとお

り、法定雇用率は２.６％となってございま

すが、現在は２.０８％ということで、人数

にしまして２名分ということでございま

す。 

 現在、全体で６名の雇用をしているとこ

ろでございますが、当然ながら、引き続き

雇用推進に向けて行ってまいるということ

でございます。 

 具体的方針といたしまして、美幌町障が

い者活躍促進計画というものを策定してご

ざいます。 

 この中で、応募から採用選考までに対す

る対応しやすい方策を取るという具体的な

取組を記載してございますが、まずは何よ

り、それぞれの障がい特性、能力、希望な

どをしっかり把握した中で総合的に検討し

て、業務とのマッチングを図っていくとい

うことが何より重要なことだと考えてござ

います。 

 そうした中で、雇用率達成に向けて、令

和４年度の方針ということでございます

が、現在、今申し上げました部分をしっか

り確認しながら、令和４年度につきまして

は、２名の採用に向け、現在、障がい者が

持つ特性、個性に応じた能力を有効に発揮

していただける場所、職務内容、配置先の

検討を重ねているところでございます。 

 令和４年度におきまして、この２名の採

用をしっかり行った中で進めてまいりたい

と考えてございますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 同じく２１９ペ

ージ、職員給与費、会計年度任用職員報酬

２億２４０万８,０００円についてですけれ

ども、私は２点について質問させていただ

きたいと思います。 

 まず、経済部からですけれども、林務作

業員２名の増員の理由についてお伺いいた

します。 

○議長（大原 昇君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（田中三智雄君） ただい

まの御質問に対する回答になります。 

 現在、林務作業員は３名体制で、町有

林・治山・林道施設・企業の森林の維持管

理を行っておりますが、近年の降雨や強風

などにより林道等の災害が多くなってきて

おり、その災害対応や林道整備の強化と併

せて、ゼロカーボン推進に寄与する企業の

森林の維持管理のため、林務作業員を２名

増員し５名体制とするものでありますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 今、答弁の中

で、降雨や暴風雨により林道の災害被害が

多くなっていることについては理解します

けれども、これまで３名で、本当にどうだ

ったのかということで、今回、どういうこ

とで足りないので２名増員するという具体

的な２名の根拠についてお伺いしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） お答えいたし

ます。 

 今回、２名という複数名の作業員を増員

させていただくわけでございますが、予算

計上に当たりまして、現状の作業、それか

ら、不足している作業について数値化いた

しました。具体的には、町有林の整備、企

業の森林の対応、それから、ただいま課長

が申し上げましたとおり、治山、災害対

応、林道整備、有害鳥獣の対応、そして、
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役場内の他部局や公共施設の伐採対応につ

いて、人工数の実績と今後の不足している

作業についての見積りを行いました。 

 やはり、町有林の作業については、伐

採、間伐、保育間伐、補植について、補助

対象以外の小面積についてなかなか思うよ

うに進められていないこと、それから、防

風林等の高齢木の更新が進んでいないこ

と、特に、林道の草刈り、側溝、横断トラ

フの土砂上げ、のり面の支障木伐採等が全

く進んでいない状況でございます。 

 それらの現状を実績として数値化して、

年間５８２人工ということで、勤務日数約

１６３日で割り返すと３.５人工で現在実施

をしてございます。これに今後の必要人工

を積み上げますと１,０５７人工となりまし

て、１６３日で割りますと６.５人工となる

わけでございますが、何とか作業効率に努

めまして、今回は２名を増員させていただ

きたいと考えておりますので、御理解をお

願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 今の御答弁で分

かりました。 

 やはり６.５人工が最低限必要だというこ

とで、私は、やはり、今、町有林の伐採、

間伐、防風林の草刈り、それから、林道を

含めて、町有林を大事にする中でやってい

ただきたいという思いがあります。 

 二つ目に移らせていただきます。 

 同じく会計年度任用職員の中で、教育委

員会に質問させていただきたいと思いま

す。 

 少人数学級指導教諭の配置の理由につい

て、お伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 少人数学

級指導教諭の配置の理由についてでありま

すが、美幌町におきましては、これまで、

国や北海道の少人数学級編制基準により３

５人学級の対象とならない学年について

は、よりきめ細かな学習環境を整えること

を目的としまして、町費による臨時教員を

配置し、小学校全学年で３５人学級を実現

してきました。 

 この少人数指導をすることで、より丁寧

に、一人一人に目が行き届くようになり、

学力や心のケアなど、子供の実態に即した

柔軟な指導が可能となり、様々な利点があ

るものと考えております。 

 しかしながら、ここ数年の児童数の減少

により、１学級が３５人を下回っている状

況にあるため、これまで、１学級１８人か

ら２０人程度での学級運営が可能であった

ものが、２学級を維持することができなく

なり、３０人を超えた１学級編制となって

おります。 

 特に、小学１年生は９年間の義務教育生

活スタートの年であり、その基盤をつくる

大変重要な時期ということから、学習規律

の徹底や支援が必要な児童への対応など、

行き届いた学習環境を提供する必要があり

ます。 

 このようなことから、きめが細かく質の

高い教育を行うためにも、町で臨時教諭を

任用しまして、小学校１学年を対象とした

３０人以下学級を実現しようとするもので

ありますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 決して少人数学

級を否定するものではありませんが、御答

弁の中で、教育委員会として、これまで全

学年３５人以下学級について実施したわけ

ですけれども、今回、３０人を超えた１学

級編制となっている現状ということです。

きめ細かな質の高い教育を行うためには、

今回の予算で、小学校１年生だけだという

ことではなく、やはり、３０人以下学級に

ついては全学年で実施すべきと私は考えま

すけれども、その考え方について説明をお

願いしたいと思います。 
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○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 確かに、

少人数学級の利点というのは様々あります

ので、そういう姿が望ましいとは思います

けれども、やはり、根本的には国や北海道

に実施してもらいたいと考えておりますの

で、町としましては、現状、最低限必要な

３０人学級を１学年のみで実施していきた

いと考えております。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 今の御答弁で、

道教委に対してはそういった要望をしてい

くということは考えているのか、あわせ

て、今後の１学級の児童の規模の考え方と

して、今、３５人から３０人になったとい

うことでありますが、先ほどの説明で２０

人学級等の規模を考えているという話もあ

りましたけれども、そこら辺の考え方につ

いて説明をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 少人数学級の関

係でございますけれども、課長も申し上げ

ましたとおり、本来、これは義務教育標準

法に基づいて３５人と設定されているとこ

ろでございます。 

 町としましても、国や関係機関に、町村

会等を通じて、少人数学級、３０人以下学

級の実現について今後も要望していきたい

と思っております。 

 また、何人が適正かというところですけ

れども、一定程度の集団を確保しなくては

いけないところもあります。その辺を踏ま

えた上で、今回、御提案申し上げておりま

すのは、義務教育の９年間を見据えた小中

一貫教育、小中連携教育を町としても今後

進めたいと思っております。 

 その上で、小学校１年生というのは、学

習基盤、生活規律、生活基盤を確立するた

めに非常に重要なところだと思っておりま

す。 

 今回、具体的には町内３校のうち美幌小

学校への１名の任用を考えております。東

陽小学校、旭小学校につきましては、児童

数の基準を満たしているということで、そ

こは道費対応、国費対応で考えております

ので、御理解のほどをよろしくお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１２款職

員給与費を終わります。 

 次に、１３款予備費、２２０ページから

２２１ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１３款予

備費を終わります。 

 以上で、一般会計歳出の質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

 再開は、１４時５５分といたします。 

午後 ２時４０分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時５５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、令和４年度美幌町一般会計予

算についての質疑を行います。 

 次に、歳入に入ります。 

 歳入は、一括して２０ページから７７ペ

ージまでの質疑を許します。 

 １１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） ４９ページの住

宅使用料、町営住宅使用料１億３,０１０万

８,０００円ですが、前年度比で９４７万

６,０００円の減収となっている理由、特

に、入居者減となっている団地の状況と併

せて、令和３年１２月現在の空き戸数及び

そのうち入居困難な戸数について御説明い

ただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（御田順司君） 御答弁申し上

げます。 
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 町営住宅使用料が前年比９４７万６,００

０円の減収となった主な理由につきまして

は、令和２年１２月末の入居戸数が６６８

戸に対して、令和３年１２月末の入居戸数

が６２７戸となり、４１戸減少し、予算作

成時の平均月額家賃である約１万９,０００

円を基に年額減少分の家賃を計算しますと

約９４０万円の減額となります。 

 特に入居者が減少している団地は、募集

停止をしている美園団地及び仲町団地、入

居希望が少ない南団地及び美富団地となり

ます。 

 令和３年１２月末現在の空き家戸数につ

いては、１６８戸でございます。 

 そのうち入居困難と判断しているのは、

老朽化により入居の募集を停止している団

地であり、美園団地５９戸、美英団地１０

戸、美富（ほ）団地４戸、仲町団地２１戸

の計９４戸であります。 

 空き家戸数１６８戸の約５６％が入居困

難な住宅となります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 状況は分かりま

した。 

 ９４７万６,０００円というのは７％を超

える減収ということで、町の財源にとって

減収になったのは本当に残念ですけれど

も、入居困難な住宅を町が抱えているとい

うことは、町民の皆さんに募集をするとき

は、空いていても実際には入居できないと

ころがあります。ですから、長寿命化と

か、町も計画的にそれぞれ団地を今後整備

していくということで、住民の皆さんの意

見を聞いたりする機会もあると思いますけ

れども、機会を捉えて、そういう実情につ

いて町民の皆さんに知らせていく必要があ

るのではないかと思うのですが、そういう

ことについてどのような考え方をお持ちで

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（御田順司君） ただいま御指

摘をいただいた件ですけれども、入居募集

に関する部分についても、空き家の状況等

を周知徹底してほしいという意見もござい

まして、ホームページ等にも知らせるとい

うことで御回答させていただいたところで

す。 

 現在の公営住宅の実態につきましても、

どういう形でお知らせするのがいいかとい

うことはありますが、内容も含めて検討し

てまいりたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） ６３ページ、財

産貸付収入、貸家料１,２８１万６,０００

円、貸地料４０７万１,０００円について、

内訳及び料金の改定について御説明をお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） 財務課長。 

○財務課長（吉田善一君） 馬場議員の御

質問に御答弁申し上げます。 

 貸家料、貸地料の内訳につきましては、

それぞれ回答書に記載の内容となっており

ますので、御確認いただければと思いま

す。 

 次に、料金の改定についてですが、教職

員住宅等の料金は、おおむね４年ごとに実

施している使用料・手数料の見直しの際に

料金改定をしておりますが、平成３１年度

に行われた見直しの際には、料金改定する

要素は小さいと判断し、据え置きとしたと

ころであります。 

 以上、御答弁申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 御答弁の中で、

教職員住宅等の料金については、使用料・

手数料の見直しに合わせ、おおむね４年ご

とに実施されているとのことですが、現在

の料金はいつ改定されたのか、伺います。 
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 あわせて、貸地料についても、使用料・

手数料の見直しに合わせ、料金改定をこれ

まで実施してきていると思いますけれど

も、実施した日はいつなのか、お伺いしま

す。 

 ２点お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 財務課長。 

○財務課長（吉田善一君） 御質問に御答

弁申し上げます。 

 まず、貸家料の直近の料金の改定時期か

と思いますが、貸付けの建物につきまして

は各所にございまして、西１条南３丁目に

所在する職員住宅等につきましては、平成

２１年度から現行の料金となっているとこ

ろでございます。 

 ２点目の貸地料の関係でございますが、

貸付地につきましては様々な契約がありま

して、それぞれ取扱いが若干異なっており

ますが、貸付地の北海道警察署の敷地につ

いては、評価額の見直し等がありました

ら、その都度、料金改定をしているところ

であります。 

 また、その他の貸付地につきましては、

貸付場所が農村地区であったり、地震計、

電波塔など、貸付面積が敷地全体の一部分

であったりと価格を改定する要素が小さい

ことから、契約当初から据置きとしている

状況であります。 

 また、北電等の電柱につきましては、電

気通信事業法により金額が設定されており

まして、電柱本数の増減によって料金が変

動しているところでありますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 貸地料について

は、個別にやられている、あるいは、評価

によってやられているということで理解い

たしました。 

 ただ、職員住宅、教員住宅を含めて、結

果として、職員住宅については平成２１年

度から現行の料金になっているということ

で、見直しをされて結果的に据置きなの

か、その点についてお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 財務課長。 

○財務課長（吉田善一君） 御答弁申し上

げます。 

 見直しについては、使用料・手数料の見

直しの際にその都度検討はしております。

その結果、平成２１年度から据置きという

形ですので、よろしくお願いします。 

 今後も、適切に料金設定に努めてまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 以上で、歳入の質

疑を終わります。 

 これで、議案第２２号令和４年度美幌町

一般会計予算についての質疑を終わりま

す。 

 出席説明員の入替えを行ってください。 

 議案第２３号令和４年度美幌町国民健康

保険特別会計予算について、歳入歳出一括

して質疑を許します。 

 ７番坂田美栄子さん。 

○７番（坂田美栄子君） ３１３ページ、

健診事後相談栄養指導業務委託料１５万４,

０００円についてお伺いします。 

 栄養の偏りによって病気の発生率が高く

なりつつあるため、健診後の栄養指導の充

実に向けた取組内容についてお伺いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁申

し上げます。 

 まず、栄養の偏り等によりまして、内臓

脂肪の蓄積から糖尿病、脂質異常症、高血

圧症を併せ持つ症候群であるメタボリック

シンドロームの割合が増加することが分か

っております。 

 美幌町の特定健診受診者におけるメタボ

リックシンドロームの割合につきましては
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２３.７％と、道、国よりも高く、上昇傾向

にございます。 

 特定健診受診者のメタボリックシンドロ

ームの割合につきまして、美幌町、北海

道、国の過去３年の割合でございますが、

平成３０年につきましては、美幌町が２１.

１％、北海道が１８％、国が１８.４％でご

ざいます。令和元年度は、美幌町が２１.

６％、北海道が１８ .７％、国が１８ .

９％、令和２年度は、美幌町が２３.７％、

北海道が２０.３％、国が２０.６％となっ

ております。 

 次に、健診事業の栄養指導の充実に向け

た取組内容でございますが、健診結果か

ら、個々の検査データで改善が必要な項目

に優先順位をつけまして、食事の摂取状況

をアセスメントした上で、検査値と食生活

の関係を説明し、エビデンスに基づいた効

果的な指導に取り組んでいるところでござ

います。 

 具体的な内容でございますが、一つ目と

して、食事の回数や時間等の食事のレベ

ル、二つ目として、主食、主菜、副菜の献

立レベルによる食事バランス、三つ目、必

要に応じて、糖質、脂質、ミネラル等の栄

養素レベル、この順番によりまして対象者

の取組可能な行動目標を設定しながら支援

している状況でございます。 

 また、これらの指導につきましては、目

で見て分かりやすいように、実物大のフー

ドモデルや資料を使いながら対象者に理解

を求めている状況でございます。 

 以上、御答弁させていただきました。よ

ろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 取組については

十分理解しております。私も、栄養指導を

現実に受けた経験がありますので、どうい

う内容でやっているかも理解しているとこ

ろです。ところが、令和２年度に２３.７％

と、メタボリックシンドロームという状況

が増えているのは間違いないので、それに

向けてどんなふうに対応したらいいのかと

いうことも一つの方法として検討していく

必要があると思っているのが１点と、高齢

者の人たちで、今、独り暮らしの人たちが

結構増えている状況にあります。 

 そういう人たちの中には、栄養の偏りに

よって栄養失調と言われている人たちも最

近少しずつ出てきている状況にありますの

で、そういうところにも目を向けていただ

いて、栄養のバランス等の話は続けてやっ

ていくべきと思います。それに向けての細

かな対策というか、来ていただく方法もい

ろいろ検討されていると思うのですけれど

も、もう少しきめ細かな対応策が取れるか

どうか、そういうところの検討もしていく

必要があると思いますが、いかがでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） ２点の御

質問かと思います。御答弁させていただき

ます。 

 まず、美幌町は、表でお示ししましたと

おり、メタボリックシンドロームの割合が

高い状況にございます。こちらにつきまし

ては、美幌町で策定しております第Ⅲ期健

康増進計画におきましても、２０１８年度

から２０２２年度、令和４年度までの計画

でございますが、この計画の中でも、確か

に、美幌町はメタボの割合が高いとはっき

り分かっております。 

 あわせまして、肥満のある方は、血液検

査の健診データが悪いことも分かっており

ますので、こちらにどう対応していくかと

いうことで、健康推進で、例えば、現在、

結果相談会による栄養指導とか、定例の健

康相談とか、糖尿病性腎症の重症化の予防

事業とか、こちらの事業等で栄養士による

指導も行っているところではあるのです

が、やはり、栄養だけでなくて、メタボ対

策は食事プラス運動も必要になってくると

思います。こちらも、美幌町の場合は、し
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ゃきっとプラザという健康運動施設が３階

にありますので、そちらをうまく組み合わ

せながら、保健師、栄養士、運動指導士、

こちらの三つのバランスを取りながら、改

善に努めてまいりたいと思っております。 

 続きまして、２点目の高齢者の栄養の対

策でございますが、高齢化率が上がってい

くことよって、御承知のとおり、介護フレ

イルというか、フレイル対策にも当然取り

組んでいかなければなりませんので、そち

らにつきましても、栄養バランスは非常に

重要視されております。こちらにつきまし

ては、介護保険の介護の担当と健康推進の

担当の両方を合わせて介護予防の観点、健

康増進の観点の両方で取り組んでまいりた

いと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 今の答弁で十分

理解いたしました。 

 ただ、幾ら指導を受けても、本人の気持

ちがそちらに向かっていかないと、なかな

か改善できないというのが事実かと思いま

すので、そこら辺については、回数を多く

して指導していくしかないと思いますが、

やはり、美幌で生活している住民の人たち

に少しでも病気にならないことを考えてい

ただくように、再度検討していただくよう

にお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 坂田議員

がおっしゃるとおり、まず、メタボリック

シンドロームを発見するためには特定健診

を受診していただくということで、まず、

そこの受診率を上げていく、そこでどう発

見して特定保健指導等につなげていくかと

いうのは一連の流れになってくると思いま

す。 

 過去の実績でいけば、例えば、糖尿病性

腎症の重症化予防事業では、過去に３名、

血糖値が高かった方が健康教育等によって

血糖値が下がったとか、受診の勧奨をした

結果、受診していただけたとか、そういう

事例もあるため、そこら辺をうまく検証し

ながら、今後、どのように受診率の向上並

びに特定保健指導、そして改善につなげて

いけるかということを検討してまいりたい

と思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 同じく３１３ペー

ジ、特定健診受診率向上支援等共同事業業

務委託料５０４万９,０００円、過去の委託

実績と令和４年度の内容についてお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） 戸籍保険課長。 

○戸籍保険課長（立花良行君） ただいま

の御質問にお答えしたいと思います。 

 まず、過去の実績ということで、過去３

年間、実は事業自体は令和２年度からでご

ざいますけれども、比較のために、コロナ

前の令和元年度からの分も記載させていた

だいております。 

 見ていただいたとおり、令和元年度は２

９.１％の受診率、令和２年度、コロナが直

撃した最初の年については２２.８％と激減

しております。それから、今年度はまだ途

中ですけれども、今のところは２８.２％で

もうちょっと上積みできると思っておりま

す。見込みということではありますが、か

なり回復してきているという状況になって

おります。 

 事業の内容としましては、特定健診の受

診率向上のために、令和２年度より北海道

国保連と株式会社キャンサースキャン、そ

れから、町の３者の共同事業という形で実

施をしてきております。 

 事業内容としましては、まさしく受診率

向上のための取組ということで、対象者は

４０歳以上の国保加入者になりますけれど

も、その方のこれまでの受診状況あるいは

病歴など医師にかかった病気の内容などを
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検査しまして、グループ分けを行い、今年

度から、はがきによる受診勧奨を行うこと

になっております。その結果、先ほど言っ

た若干の回復が見込めていると思っており

ます。 

 令和２年度は、これも新型コロナウイル

ス感染症の拡大のため、本当に大幅な激減

となっておりますけれども、今年度は大分

回復したということであります。 

 また、特定健診につきましては、年３

回、６月、８月、１２月と実施しておりま

すけれども、令和３年度につきまして、受

診の御案内をしたのが６月を過ぎてからと

いうことで、実際には８月、１２月に向け

ての取組になってしまったところもござい

ます。 

 集団健診や病院・クリニックにおける健

診ということで、それから、みなし健診と

いうことで、特定健診ではないのですけれ

ども、各病院・クリニックで必要項目を満

たしている場合に、その情報を御本人の同

意の下に提供いただくことで健診を受けま

したという形で捉えることができることと

なっております。 

 来年度につきましては、まだコロナの状

況がなかなか落ち着かない状況ではありま

すけれども、引き続き、はがきによる受診

勧奨を行いながら、また、先ほど言いまし

たみなし健診の取組を強化して、全体の受

診率の向上につなげていきたいと考えてお

ります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 令和２年度から３

年度にかけましては向上したということで

すけれども、いまだに対象者数の３０％に

いかないという状況が見て取れるのです

が、今後の勧奨に関して、自治会の協力と

か、保健師さんの戸別訪問も含めて検討で

きるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 戸籍保険課長。 

○戸籍保健課長（立花良行君） 今後の取

組ということで考えておりますのは、ま

ず、はがきによる受診勧奨を去年始めたば

かりですが、このはがきは何だろうという

ことで終わっている方もいらっしゃると思

いますけれども、それを繰り返し送ること

によって、また何か来たねという気づきが

あればいいかなと思っています。それによ

って、次のステップ、要するに受診という

ことにつながっていただければいいなと思

っています。 

 また、どんなにこちらで御案内をしても

まるっきり無関心という方もいらっしゃる

と思いますので、できれば、先ほど言った

グループ分けを行うということでの御案内

になるのですけれども、より可能性のあ

る、年に何回か受けているなとか、もうち

ょっとプッシュしたら受けていただけるの

ではないかとか、健康に不安を持っている

のではないかという方を抽出しております

ので、そういった方をよりプッシュして受

診につなげられればいいと思っておりま

す。 

 また、自治会の協力につきましても、各

種御案内を自治会の回覧という形では御協

力いただいているところでありますけれど

も、今、それ以上については検討していな

い状況になっております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 私は、２０代の頃

からＪＡのバス検診を受けております。そ

のおかげで、結構注意をされることもある

のですが、ＪＡの場合、担当者が一戸一戸

回って、毎年受けているけれども、今年は

受けていないなとか、今年はエキノコック

スが５年に一度ですので受けませんかと

か、しつこくと言ったら怒られますけれど

も、ちゃんと勧誘が来るので、できれば参

考にしていただきたいと思います。 

 終わります。 
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○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第２

３号の質疑を終わります。 

 議案第２４号令和４年度美幌町後期高齢

者医療特別会計予算について、歳入歳出一

括して質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第２４号の質疑を終わりま

す。 

 議案第２５号令和４年度美幌町介護保険

特別会計予算について、歳入歳出一括して

質疑を許します。 

 １１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） ３９３ページの

居宅介護サービス給付費１０億２,４７０万

２,０００円の前年度決算見込額との比較に

よる増減理由について御説明いただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁申

し上げます。 

 居宅介護給付事業の詳細につきまして

は、さきに配付しております資料のとおり

でございます。 

 なお、令和４年度の予算につきまして

は、第８期の介護保険事業計画（令和３年

度から令和５年度）の計画値に基づき当初

予算を計上している状況にございます。 

 前年度決算見込額との比較による主な増

減理由ですが、訪問介護につきましては、

前年度決算見込額が利用件数等の伸びによ

り増えていることにより、計画値との差が

出て減額となっておりますが、通所介護及

び通所リハビリテーションの利用者につき

ましては、利用者が増えることにより増額

となっております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 決算見込みと令

和４年度を比べると確かに増減するという

ことなのですけれども、例えば、訪問介護

で言えば、令和３年度当初の決算を見る

と、ここだけで見ると約３,０００万円ぐら

い増えているのです。通所介護で言うと、

当初予算から見ると１,１００万円減って、

通所リハビリで言うと、当初予算比較で２,

５００万円ぐらい減っているのですけれど

も、決算見込みで増えていて、予算計上

は、今、課長から説明があったように、第

８期介護保険事業計画の計画値で計上して

いるということです。それは分かるのです

が、決算見込みで増減があったというの

は、コロナ禍もあるのですけれども、大き

な増減となった理由と、令和３年度の当初

と決算の見込みとの増減について、状況が

分かれば御説明ください。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 ただいま、３点の事業につきましての御

質問かと思います。 

 まず、訪問介護でございます。 

 表には記載しておりませんが、令和３年

度の予算は１億６,９８０万９,０００円で

ございます。 

 令和３年度予算と令和４年度予算につき

ましては増額となっていますが、令和３年

度の決算見込額が２,９００万円ほど増えて

いる理由は利用人数の増でございます。 

 参考までに、令和３年度当初予算は月１

７０人程度の見込みでしたが、令和４年度

は１７４名でございます。令和３年度の決

算見込みについては２０４名という形で、

恐らく、コロナ禍において、施設の利用を

制限して訪問看護に移行されたのが原因で

はないかと思っております。 

 その次の通所介護、通所リハビリテーシ

ョンにつきましても、令和３年度が通所介

護につきましては７,４４２万円ですから、
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令和４年度につきましては大きく５００万

円ほど予算は増えているのですが、決算で

は大きく落ちています。こちらにつきまし

ても、コロナ禍で通所介護の施設が何回か

閉鎖していることによりまして、当初予算

より減額になったのではないかと思ってお

ります。 

 通所リハビリテーションにつきまして

も、令和３年の予算額６,６７２万９,００

０円に対しまして令和４年度は６,８７６万

６,０００円で、同じように、令和３年度決

算で、リハビリですので、こちらもコロナ

禍において、施設の部分が訪問看護等に移

行したのではないかと思っています。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 今、令和３年度

の当初と決算見込み等の増減で、例えば、

通所の関係ですとコロナ禍で施設側からお

断りしたということはあると思います。今

はコロナ禍ですけれども、今年の当初予算

案は、令和３年度のような状況で施設の閉

鎖とか利用に支障が出るとか、そういった

ことはあまり考慮しないで、あくまでも保

健事業計画の計画値に基づいて積算して対

応していくという考え方なのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 議員がお

っしゃるとおり、第８期計画を策定する時

点で、３年間の事業費用を基に保険料を算

出しておりますので、当然、第８期の計画

策定のときには、コロナの影響は入ってい

ない現状でございます。恐らく、令和４年

度も同じようなコロナ禍が続くのであれ

ば、例えば、感染者が出れば施設を閉鎖せ

ざるを得ないと思いますので、そちらは訪

問介護等に移るのではないかということが

十分予想されます。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 次に、同じ３９

３ページの施設介護サービス給付費７億３,

５７４万９,０００円ですが、同じように、

前年度決算見込みとの比較による増減理

由、それから、介護老人福祉施設、介護老

人保健施設の直近の稼働率及び令和４年度

の見込稼働率について御説明いただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 まず、施設介護サービス給付費７億３,５

７４万９,０００円の内訳でございますが、

こちらもさきに配付しております資料のと

おりでございますので、よろしくお願いし

ます。 

 同じく、こちらも、令和４年度につきま

しては第８期の介護保険事業計画の令和４

年度の計画値に基づいて計上しておりま

す。 

 主な内訳でございますが、前年度決算見

込額との比較になる理由でございますけれ

ども、入所者の介護度が高くなることや、

住所地特例が増え、介護医療院の利用者が

増えることを見込んで増額となっておりま

す。 

 続きまして、介護老人福祉施設及び介護

老人保健施設の状況についてでございま

す。 

 まず、介護老人福祉施設につきまして

は、定員が１００名、直近の稼働実績につ

きましては、常時１００人の稼働実績でご

ざいます。令和４年度の見込稼働率も常時

１００％を見込んでおります。 

 次に、介護老人保健施設の定員につきま

しては１００名でございます。直近の稼働

実績につきましては、月平均７６.８人の稼

働実績でございます。令和４年度につきま

しては、月平均９６％の見込稼働率となっ

ており、こちらにつきましても、令和４年

度の見込稼働率は第８期の介護保険事業計

画を記載しておりますので、よろしくお願
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いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 介護老人福祉施

設、いわゆる緑の苑については、１００％

で運営されているということですから、そ

れと年々入所者の介護度が重くなるという

ことで費用が増えてくることは理解できま

す。 

 老人保健施設、アメニティ美幌のところ

は、直近が７６.８％ということなので、前

議会のときに聞いたものよりは稼働率が若

干上がっていますが、計画で９６％という

のはやむを得ないことだと思います。しか

し、いろいろな議員も指摘してるように、

介護人材の厳しい状況から、これも、決算

してみると、見込みは９６％より低下する

のではないかという心配があるのですけれ

ども、その辺についてはどのような認識を

お持ちでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 老健の質

問について御答弁させていただきます。 

 こちらの老健につきましては、平成３０

年度の改正によりまして、現在、長期の入

所者というよりは３か月、４か月、老健本

来の自立支援を進めるということで、三、

四か月で自宅に戻っていただくということ

で進めているとお聞きしております。 

 その結果、稼働実績が落ちている状況に

はあるのですけれども、過去、例えば、平

成２９年は月平均９９床、平成３０年度は

８８床、令和元年度は８０床、令和２年度

は８３床、令和３年度が７８床と落ちて、

さらに令和３年度の月別でいきますと、４

月から９月は７６床から７９床と大分落ち

込んでいたのですが、事業所側もいろいろ

な努力をされている部分もございまして、

１０月は８１床、１２月が８８床、明けて

今年の１月が８５床と、大分見込みに近づ

いて頑張っていただいている部分もござい

ます。 

 ただ、町もできる、できないという部分

もございますので、現在、一般会計でも御

指摘いただきました医療従事者、介護従事

者の補助金をうまく活用していただきなが

ら、まずは町としてそういう支援をしっか

りしていきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 分かりました。 

 町でもいろいろな支援策が取られており

ますけれども、施設が求めている人材とい

うのは、必ずしもケアマネジャーなど、そ

ういう高いレベルの資格取得者ばかりでは

なくて、やはり、現場で実際に介助したり

する人材も不足していると。いろいろな意

味で、施設側で、今まで長く入れていただ

いていたのが、どうしてもそういう制度の

改正によって短い期間で在宅に戻さざるを

得ないと私も聞いております。 

 ぜひ、幅広い介護人材の確保という意味

で、検討課題として町も考慮していってほ

しいと申し上げて、終わります。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 同じく３９３ペ

ージの居宅介護予防サービス給付費６,６９

８万４,０００円の前年度決算見込みとの比

較、増減理由について御説明をいただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 居宅介護予防サービス給付費の６,６９８

万４,０００円の内訳につきましては、こち

らもさきに配付しております資料のとおり

でございますので、よろしくお願いしま

す。 

 同じく令和４年度につきましては、第８

期の計画に基づき計上しておりますが、前

年度決算見込額との比較による主な増減理

由でございますけれども、通所、リハビリ
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テーションの利用者が増えることにより、

増額という形で令和４年度は予算計上して

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） ３９７ページ、高

齢者一時保護措置費２４万８,０００円につ

いてお伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 まず、高齢者一時保護措置費２４万８,０

００円の内容でございます。 

 こちらは、虐待を受けた高齢者等の一時

的な避難場所として、緑の苑短期入所生活

介護事業所に措置を求めた場合の費用を計

上しているところでございます。 

 積算内訳でございますが、予算上の積算

内訳は要介護２の状態の短期宿泊利用サー

ビスの料金１万２,３５６円掛ける２０日間

で２４万７,１２０円となっております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 今まで、この措置

費を使用した事例はあるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 直近、平

成２８年以降という分まで遡って調べたと

ころ、こちらを使用した実績はないことを

確認しています。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） これを適用したこ

とがないということですけれども、この制

度をほとんど知らしめていないのではない

かと思います。できれば、こういうことは

適用されないほうがいいと思いますけれど

も、隠れた虐待等があると考えてこういう

措置の費用を対応しているのですね。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） まず、こ

ちらの制度は、高齢者虐待防止法に基づき

まして、生命または身体に重大な危機が生

じているおそれがあると認められる場合、

町長の権限で行うものでございます。 

 ですから、虐待の案件があった場合、通

常は、包括もしくは保健福祉課に直接相談

が来まして、直ちに隔離というか、保護す

る必要が生じた場合につきまして、この制

度を利用するものです。基本は、例えば介

護認定を受けているのであれば、施設には

入れるのですけれども、介護サービスを受

けながら利用していただく、本当に最後の

最後のやむを得ない措置という形で法律上

定められていますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） ３９９ページの

介護保険任意事業費でございますけれど

も、今回、令和４年度で拡充される在宅寝

たきり高齢者の介護用品の給付内容につい

て御説明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 認知症高齢者見守り・家族介護支援事業

を拡充した内容でございます。 

 まず、拡充の内容でございますが、現

在、６種類の介護用品から１種類を給付と

いう形で選んでいただいているのを１３種

類に増やしまして、介護用品を１種類から

２種類まで選択できる、最大２種類まで選

択できると拡大しております。 

 介護用品の種類等につきましては、さき

に配付しております資料に基づいて記載し

ておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 実際に介護して
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いる町民の方からの声も一般質問で取り上

げて、検討していただいて、こういう形で

新年度から選べるものが増えましたし、個

人的な負担も経費削減されるということ

で、朗報なのだろうと思います。 

 この結果、令和３年度と４年度で比較し

て、今の介護用品の関係に係る予算は、昨

年が幾らで、今回は幾らで、幾ら増えてい

るのか、参考にお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） まず、４

０３万６,０００円のうち、寝たきりの部分

につく消耗品でございますが、令和４年度

が２５６万１,０００円、昨年の当初予算が

１６１万４,０００円です。増減が９４万

７,０００円の増となっております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 実際にこういう

形で新年度予算が議決になりましたら、住

民の皆さんにお知らせすると思いますが、

周知方法はどのような形で行うのか、お知

らせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 予算をお

認めいただいた後、直ちに、まず、利用し

ている方には個別で周知をさせていただ

く、また、民生委員等々を通じて、こうい

う制度が拡充になりましたということで周

知をしていく予定でございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第２

５号の質疑を終わります。 

 出席説明員の入替えを行ってください。 

 議案第２６号令和４年度美幌町公共下水

道特別会計予算について、歳入歳出一括し

て質疑を許します。 

 １３番馬場博美さん。 

○１３番（馬場博美君） 公共下水道費の

一般管理費、一般職給６８９万７,０００円

について、前年度に比べ減額の理由につい

て説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 一般職給６８９万７,０００円、前年度に

比べて減額の理由についてという御質問で

ございます。 

 一般職給の減額については、令和３年度

の機構改革により、上水道と下水道が上下

水道課として統合されたことに伴う課長職

等の人件費の減によるものでございます。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） １点だけ確認し

たいと思います。 

 令和３年度予算においては４名の職員の

計上をしたということですが、機構改革に

よって上水道と下水道が統合され、職員数

が半分の２名になったということで、現

在、業務等に支障等がないのか、伺いたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 業務の支障がないのかという御質問でご

ざいますけれども、今、もともとの人数か

ら実際に２名が増えた中で業務をやってお

りますけれども、中には、上下水道課とい

うことで分担する業務もございますが、今

いる人数では支障なく業務を遂行している

と思っております。 

 以上、説明しました。よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） ４３９ページの

公共下水道管渠維持管理事業３,１０６万

８,０００円についてです。 
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 公共汚水ます、マンホールの切下げ、雨

水マンホール蓋取替えとのことですが、ど

のようなものを使用するのか、雪道に強い

ものの利用は考えているのか、お聞かせく

ださい。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 質問の内容でございます公共下水道管渠

維持管理事業３,１０６万８,０００円、公

共汚水ます、マンホール切下げ、雨水マン

ホール取替えとのことですが、どのような

ものを使用しているのか、雪道に強いもの

の利用を考えているのかという御質問でご

ざいます。 

 公共汚水ますの取替えにつきましては、

今現在、コンクリート製となっております

けれども、ますの取替えに合わせて塩ビ製

のますに取り替えるものでございます。 

 マンホールの切下げについてでございま

すが、例えば、マンホールが道路面より高

くなっていて段差が生じているという場合

に調整を行うもので、従来のマンホール鉄

蓋から強いものに替わるものではございま

せん。 

 次に、雨水マンホール蓋取替えは、劣化

により損傷した場合や道路除雪作業等によ

り損傷した場合、その他不具合により取り

替えるものであります。従来の鉄蓋から強

いものに変わるものではございません。 

 雪道に強いものの利用についてですが、

マンホール鉄蓋は、構造上、十分強いもの

であります。材質的に今以上のものはあり

ません。古いマンホール蓋の点検を順次実

施しており、ストックマネジメント計画に

基づいて蓋の交換も実施しております。ま

た、劣化の著しい蓋は随時交換をしており

ます。 

 以上、説明を申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 雪道になると本

当に下がっていて、ちょうど車が走るとこ

ろががたがたしています。これは、北海道

というか、寒いところに暮らす私たちの冬

の課題だと思うのです。 

 今の答弁で、雪道に強いものの利用では

ないということですけれども、蓋でも下の

ほうに発泡か何かが入っていて、値段は高

いかもしれませんが、そういうものがある

というのは何年か前に聞いたことがあるの

です。 

 細い道、狭い道に限ってちょうど車が走

るところにそういうものがあって、舌をか

みそうになるというものの解消を順次でき

ないかと思っているのですけれども、そう

いうところの研究はなされたことはあるの

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） ただいま

の御質問の道路の雪道に強いものという意

味で段差があると、それに対するものは断

熱材を使用した中で、下水道管の中の温か

いものが上に行かない、要は、マンホール

が温められて上が溶けて段差が生じるとい

う現象は、町の中でもございます。 

 マンホールの断熱材につきましては実際

に実績がございまして、平成２７年から設

置している箇所があります。現在、町の中

で、令和３年度を除きまして７５か所に設

置済みでございます。令和３年度につきま

しても１３か所設置しております。 

 この場所につきましては、除雪の状況だ

ったり現場を確認して、マンホールの点

検、道路維持のパトロール、また、町民か

らの通報によってひどい場所を選定して、

その状況を確認して、限定した中でそうい

う対応をしている状況でございます。 

 今後も、もしそういう場所があれば、ま

た現地を確認して、段差が生じないような

断熱蓋の対応は随時していきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。 
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○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 断熱蓋に取り組

んでいるということですので、今後、団地

の横とか、たくさんお湯や何かを使うとこ

ろは、旭公住の横などを走っていると全部

そういうふうになっていますので、このお

値段はどのぐらい高いのでしょうか。 

 これから随時取り組んでいくということ

で理解してよろしいのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 今、額につきましては手元に資料がない

のですけれども、記憶では、材料費で１万

円か、２万円弱ぐらいだったと思っており

ます。それに設置の手間がかかりますの

で、３万円ぐらいで設置可能ということで

ございます。 

 それは、単純に蓋の下に断熱材を敷い

て、それで防止をするということでござい

ます。 

 以上、説明しました。よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） ４３９ページ、下

水道建設費の中の下水道ストックマネジメ

ント計画管渠更新工事費４,９８０万円の工

法選定及び理由と更新計画の進捗状況につ

いてお知らせ願います。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 工法の選定及び理由ですが、令和４年度

に布設替えを予定している日の出地区は軟

弱地盤であり、令和２年度のカメラ調査の

結果から管のたるみが確認され、流下能力

が阻害されております。 

 掘削の伴わない内面補修管更生工法では

機能低下が解消されないため、オープン掘

削、開削布設替えにより新しくする工法を

選定しております。 

 管種については、既設コンクリート管か

ら自重の軽いリブつき塩化ビニル管を選定

しており、リブつき塩化ビニル管は、下水

道管自体の沈下を防ぐ効果を見込んでおり

ます。 

 また、管種についても経済比較を行って

おり、安価な工法となっております。 

 更新計画の進捗状況についてでございま

す。 

 調査開始年は平成２２年度からで、進捗

状況は、令和３年度末現在、全体延長が１

２７.６キロメートルに対しまして、調査済

み延長が４４.１キロメートル、３４.６％

の進捗率でございます。 

 長寿命化計画（第１期計画）については

既に完了となっており、令和２年度からス

トックマネジメント計画（第２期計画）を

実施しているところであります。 

 下水道ストックマネジメント計画管渠更

新工事４,９８０万円は第２期計画で実施す

るものであり、管布設後３０年が経過した

箇所及び浸水地区を対象とした１４.８キロ

メートルを令和２年度にカメラ調査を行

い、不良と判定された箇所約１.１キロメー

トルを更新する計画となっております。 

 令和４年度は、工法は布設替え工法、工

事延長は２８９.３メートル、管種はリブつ

き塩化ビニル管、口径２００ミリを実施す

る予定であります。 

 以上、説明申し上げました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 内容は分かりまし

た。 

 この内容で、計画どおりに順調にいって

いるという理解でよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 この事業は、社会資本整備総合交付金で
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行っているものですけれども、今のところ

国の補助金が１００％、順調についており

ます。今後、補助金のつき具合によってま

たどうなるか分かりませんけれども、現在

は順調に布設替えを行っている状況でござ

います。 

 以上、説明しました。よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第２

６号の質疑を終わります。 

 議案第２７号令和４年度美幌町個別排水

処理特別会計予算について、歳入歳出一括

して質疑を許します。 

 １３番馬場博美さん。 

○１３番（馬場博美君） 個別排水処理

費、建設費、個別浄化槽設置工事４,１００

万円について、積算内訳及び今後の見通し

についてお伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 積算の内訳についてですが、５人槽が４

戸で１,４８０万円、７人槽が４戸で１,６

４０万円、１０人槽が２戸で９８０万円、

計１０戸、４,１００万円を予算計上してい

るものでございます。 

 今後の見通しについてですが、個別排水

処理施設整備事業の計画は、令和２年度か

ら令和４年度の３か年でございます。 

 計画の内訳ですが、令和２年度は、計画

の１０戸に対しまして実績は７戸、令和３

年度は、計画の１０戸に対しまして実績が

１０戸、令和４年度は、計画が１０戸とな

っております。 

 近年の設置状況から、新築、改修に対す

る需要がまだ続くと考えられますので、今

後も、浄化槽の整備は、町民の快適な生活

環境を安定的に維持するためにも継続して

事業を行う必要があると考えており、次期

計画につきましても令和４年度に見直しを

行い、期間を延長していきたいと考えてお

ります。 

 最後に、普及状況でございますけれど

も、令和３年度末現在、整備戸数３４０

戸、全体戸数６８３戸、普及率４９.８％で

ございます。未整備戸数につきましては、

３４３戸であります。 

 以上、説明しました。よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 説明については

理解いたしました。 

 １点だけ質問したいと思います。 

 最後の普及状況の中で、令和３年度末現

在で４９.８％の普及率ということですけれ

ども、全体戸数は６８３戸で、普及率が４

９.８％で、まだ３４３戸の未設置がありま

すけれども、その未設置者に対する対応は

具体的にどのようにされているのか、この

１点をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 未整備戸数についてでございますけれど

も、個別浄化槽につきましては、個人から

の申込みを受けて町で整備する事業でござ

いますので、改築であったり、家を建て替

えて新築に合わせて申込みをされる方がま

だいると考えてございます。今後も、そう

いう相談があった部分については随時対応

していきたいと思っていますし、現在は、

平均ですけれども、年間約１０件ぐらい申

込みがあった中でずっと継続してきており

ます。今後も見込まれる中では、全部が整

備されるかどうかは、あくまでも申込みと

いうこともございますので、御回答するこ

とはできませんけれども、今残っている戸

数については、できれば対応できるような

形で随時検討していきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 
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○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 今の課長の御答

弁で、申込みを受付しながらやっていると

いうことです。だんだん戸数が少なくなっ

ていく中で、未設置者に対する町からの勧

奨とか、そういったＰＲも必要かと思うの

ですけれども、それをすることによって普

及率も上がってくるのではないかと思いま

すが、そういった未設置者に対する周知等

についての考え方について御説明をお願い

したいと思います。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 普及率を上げるという意味では、議員が

おっしゃるとおり広報が重要だと考えてお

ります。広報にも年に１度上げているの

と、また、ホームページで随時申込みを受

付する内容を御案内しているところでござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第２

７号の質疑を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 もはや４時近くになりましたが、あらか

じめ会議時間の延長をいたしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の宣告 

○議長（大原 昇君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 議案第１６号から 

      議案第２９号まで 

○議長（大原 昇君） 議案第２８号令和

４年度美幌町水道事業会計予算について、

歳入歳出一括して質疑を許します。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） ５０３ページ、浄

水配水設備費、工事請負費の水道管路整備

事業８,０６０万円と水道施設等耐震化事業

送水管１億３,８５０万円の水道管路の整備

及び耐震化事業の進捗状況について、説明

をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 水道管路の整備進捗状況について御説明

申し上げます。 

 水道管路の進捗状況は老朽化率で示して

おり、布設後４０年を経過した管の延長を

老朽化率で表しております。 

 排水管の老朽化率は１５.１％、前年度１

１.５％、今年度で３.６ポイントの増とな

ってございます。送水管の老朽化率は１

５％、前年度３４.６％、１９.６ポイント

の減となってございます。導水管の老朽化

率は５３.１％、前年度５３.１％、増減は

ございません。 

 水道管路の整備につきましては、経過年

数、漏水の頻度、管種、例えば、漏水のし

やすい塩ビ管を対象とした管の布設替え、

道路整備に合わせてなど、総合的に判断し

計画的な布設替えを実施しているところで

ございます。 

 次に、耐震化事業の進捗状況について御

説明申し上げます。 

 耐震化事業送水管の耐震化率は３３ .

９％、令和４年度実施後につきましては４

１.９％になる予定でございます。令和５年

度につきましては、５０％になる予定でご

ざいます。 

 送水管の耐震化事業は、国の補助事業を

活用しており、令和元年から令和５年まで

の事業計画で実施しているものでございま
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す。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第２

８号の質疑を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎延会の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会いたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日は、これで延会するこ

とに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎延会宣告 

○議長（大原 昇君） 本日は、これで延

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

       午後 ４時 １分 延会   
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